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医学研究評価が直面する構造的な諸問題： 
医学研究者を対象とした WEB アンケート調査 

Regular Article 

医学研究評価が直面する構造的な諸問題： 

医学研究者を対象とした WEBアンケート調査 
島田裕平 1,2

箕浦明 3 

桑原恵介 4,5 

近藤誠 6 

福島紘子 7 

杉山雄大 2,8 

Abstract 

医学研究評価では、インパクトファクターなど指標への偏重が問題視されてきた。こうした非自律的

な研究評価慣行が採用され続ける原因を明らかにするため、医学研究者が自律的な研究評価を行う上で

直面する課題を分析する。 

先行研究を価値・手段・公正の三つに大別して整理した上で、医学研究者を対象としたアンケート調

査の自由回答記述を用いて実証を試みた。98 件の回答が対象となった。 

既存の評価慣行が教育や臨床など特定の価値を反映しないと指摘される中で、定量的評価は次善の手

段として位置づけられていた。また、評価者の主観や認知的限界に起因する不公正な評価にリスクを感

じていた。 

医学研究者は、評価の前提となる価値体系を変えずに定性的評価へ移行した場合、一層不公正な評価

を受ける恐れを感じる中で、定量的評価を諦観的に受容していると考えられる。指標への偏重は、手段

自体よりも価値や公正の問題として捉え直すことができる。 

以上の構造的問題を前提にすれば、医学研究評価は継続的なガバナンスを通じて不断に再考される必

要がある。 

キーワード：研究評価、研究公正、インパクトファクター、ガバナンス 
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島田裕平・箕浦明・桑原恵介・近藤誠・福島紘子・杉山雄大 

Medical research evaluation has long been criticized for its overemphasis on metrics such as impact factors. To 

clarify why non-autonomous research evaluation practices persist, this study analyzes the challenges medical re-

searchers face in achieving autonomous research evaluation. 

After categorizing prior research into three main areas—value, means, and fairness—we attempted empirical 

analysis using open-ended responses from a questionnaire survey targeting medical researchers. A total of 98 re-

sponses were analyzed. 

While existing evaluation practices are criticized for failing to reflect specific values like education or clinical 

practice, quantitative evaluation was positioned as a second-best means. Researchers also perceived risks of unfair 

evaluation stemming from evaluators' subjectivity and cognitive limitations. 

Medical researchers appear to accept quantitative evaluation with resignation, fearing that shifting to qualitative 

evaluation without changing the underlying value system would result in even more unfair assessments. The over-

emphasis on metrics can be reframed as a problem of values and fairness rather than the means themselves. 

Given these structural difficulties, medical research evaluation requires constant reexamination through contin-

uous governance. 

Keywords: Research evaluation, research integrity, impact factor, governance 

 

1. はじめに 

現代の研究活動は、国家政策や社会的要請と深

く関係するようになった(城山，2018，100；ネル

ソン，2012，72)。例えば、科学技術・イノベー

ション基本法を基にした研究費改革や、アウトカ

ム指標に基づく国立大学法人改革が挙げられる。

これらの改革は、社会的課題への対応や産業競争

力の向上を目的としており、特定の領域に資金を

集中する仕組みが導入されている（標葉・林，

2013；標葉，2020，44-69；国立大学等の独立行

政法人化に関する調査検討会議，2002）。 

これに対応して、かつて研究者共同体の内部で

の研究の質の維持・向上のための営みとして発展

してきた研究評価は、近年では国家や社会など外
 

1  本稿において科学コミュニティや医学コミュニティとは、研究領域に基づく比較的同質的な研究者の 
集団を指す。具体的には、学会やジャーナル共同体である。この定義は相対的なもので、医学コミュ
ニティが医学会総会など医学研究者集団全体を指す場合と、個別の診療科や専門領域を指す場合があ
る。本稿では、後者を特に強調する場合には各医学コミュニティという。 

部からの要請に応えるべく変化を迫られている。

1995年に成立した科学技術基本法に基づいて、公

的研究費を増額すると同時に、厳正な研究評価の

実施が求められるようになった。それを受けて、

「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の

在り方についての大綱的指針」では、研究資源配

分や国民への理解獲得のために、評価基準の明確

化が求められた。また、国立大学法人化以降、中

期目標・計画に基づく機関評価が導入された。主

に定量的指標による研究評価を通じて研究活動を

管理する仕組みが制度化された（日本学術会議，

2008）。 

こうした科学コミュニティ 1  外部から管理され

た研究評価が研究の多様性を損ない、長期的には
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イノベーションを阻害する可能性が指摘されてい

る。大学は、企業における収益のような明快で単

一の業績指標を持たないため、評価基準の設定が

難しく、指標を単純に向上させることで研究活動

の質が上がるとは限らない（大学改革支援・学位

授与機，2022；藤田，2001；西山，2019，71-74）。

むしろ、指標向上を目指した過度の競争が、研究

者間の協力や研究の自由を損なう危険性も指摘さ

れる。運営費交付金の削減が進む中で、大学が独

自の裁量を発揮しにくい構造になっていることが

問題とされる（岡村，2020）。 

主に定量的指標を通じて外部から管理された研

究評価の限界が指摘される中で、研究者自身が評

価基準や評価手法を自ら設定する自律的評価は、

新たな役割を期待されている（城山，2018，97-

100）。自律的な研究評価を通じて自由な研究環境

を維持することで、政策目標を達成しつつ、研究

の多様性と創発性を確保できるとされる（有本 他，

2016，170；山本，2007）。そこに科学コミュニテ

ィ自身が自律的に研究評価を行う新たな意義が浮

かび上がる。社会的要請に応えるためにも、科学

者の専門知識を活用し、研究評価を柔軟かつ多面

的に行うことが求められている。 

自律的評価の欠缺は、医学研究者の間において

も問題である。医学研究領域においては、研究と

教育に加え臨床業務も行う研究者がいたり多分野

で行う研究もあったりするなど、研究や研究者を

評価するにあたっての基準について合意の必要性

が高い。また、研究不正の専門分野ごとの事案数

は、「医学・歯学・薬学」だけで自然科学系の

60.3%、人文社会学を含めた全体の 30.7％を占め

ており、最大である（松澤，2013）。これまでこ

の問題は主に定量的評価への偏重という形式で議

論されてきた。特にインパクトファクター（IF）

の誤用が問題視され、日本医学会による「医学雑

誌編集ガイドライン 2022」では、その適切な利用

が促されている(日本医学雑誌編集者会議，2022)。

第 31 回日本医学会総会でも、学術プログラム

「将来に向けた医学研究評価のあり方について考

える」が催され、量的指標に偏重した医学研究評

価の今後が議論された。日本の医学研究者を対象

としたアンケート調査では、67.4%が雑誌の IF を

研究評価において重視すると回答し、特に若手や

基礎医学（解剖学・生化学など）の研究者が定量

的指標を重視していた。一方で、88.8％は IF など

の定量的指標では「重要な研究でも評価されない

ことがある」と回答したことも報告された

（Minoura et al. 2024）。 

このように、医学研究者自身が医学研究評価の

抱える限界を強く認識するような状況にあるにも

かかわらず、なぜ IFなどの定量的指標に偏重した

既存の研究評価のあり方は変わらないのであろう

か。この問いに対する端的な回答は、評価者が定

性的な評価を採用しないためというものであるが、

それではなぜ定性的な評価は避けられているのか

を説明しない。つまり、一見不合理に見える現在

の医学研究評価がどのような合理性に支えられて

いるのかを明らかにする必要がある。医学研究領

域において研究評価の問題の背景やそうした状況

を作り出す構造について全体を整理しかつ実証し

た研究は私たちの知る限りでは存在しない。 

本研究では、医学研究者が自律的な研究評価を

行う上で直面する困難性や課題を分析する。研究

評価をめぐる問題の背景や構造についての先行研

究を価値・手段・公正の三つに大別して整理した

上で、アンケート調査の自由回答記述を用いて理

論的整理に応じた実証を試みる。その際に、主に

評価者の能力的限界あるいは時間など各種の資源
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的限界によって、医学研究評価は構造的な困難を

抱えていることについて特に議論する。そうする

ことで、研究評価を行う医学研究者が困難性や課

題に直面することで、定量的評価を選択するに至

る認識枠組みを明らかにする。この作業を通じて、

自律的な医学研究評価ならびに医学コミュニティ

による研究評価のガバナンスがいかに難しいのか

を理解することを目指す。 

 

2. 問題の整理 

研究評価制度を考えるうえでは、優れた指標の

開発や評価の方法論の深化を目指すという方向性

がある（平澤，2004）。他方で、評価の対象とな

っている活動それ自体の構造に着目し、対象の活

動との関係において評価が機能する条件を検討す

ることに重点を置く分析も存在する（ワイス，

2014）。そこで本研究では狭義の評価手段に限ら

ず、評価をめぐるステークホルダーの合意形成を

含めた構造を分析した。評価の目的に応じて一義

的で明確な評価を目指す理論を前提に、本稿では

むしろ一義的で明確な研究評価がなぜ困難なのか、

なぜ合意形成に失敗するのかの構造的な要因に注

目する 2。ここでは困難性を理論的に議論するこ

とにより、実証分析のための視座を設定する。 

医学研究者による自律的な研究評価の困難性を

考えるうえで、本研究では問題を三つの観点に分

類する。すなわち、自律的に研究評価を行うため

 
2   評価制度が不可避的にステークホルダー間の合意形成の困難を抱えているという理解について田辺

(2005)、西出(2020）を参考にした。 
3   研究評価における価値について上手く合意形成がされた事例として米国 CDC における内部クリアラ
ンスがある。そこでは所属職員の発表する出版物は事前に内部の研究評価システムである e-
Clearance を経ることとされており、これは CDC が組織として一貫したポリシーを保つ目的で行わ
れている（The Centers for Disease Control and Prevention，2020）。ここでは「国民を健康の脅威か
ら守る」という最終的なミッションを CDC 職員が共有していると言える。 

には、評価するべき価値基準を明確にし（価値）、

適切に測定する手段を選択し（手段）、計画通り

に評価を実施する（公正）必要があると考える。

そこで以下では、先行研究で指摘された研究評価

の抱える困難性を価値、手段、公正の各観点から

整理した。それぞれ、何を評価すべきか、どのよ

うに評価すべきか、どうしたら適切に評価できる

かという問いに関係する。価値と手段については

研究評価の制度設計段階の問題であるのに対して、

公正については制度の運用面での問題である。 

  

2.1. 価値をめぐる困難性 

研究評価において何を評価すべき価値とするか

は合意が困難であることが多い 3  。実効的な評価

のためには、評価プログラムを作成する段階で何

を評価するべきかを確定させておくことが理想的

だが、現実には評価する価値が一義的に決定され

ていることは稀であり、常に不確実性が存在する。

ここでは価値をめぐって生じる困難性を医学コミ

ュニティ内部の合意形成と医学コミュニティを超

えた合意形成という二つに分けて整理する。この

二つは現実には渾然一体であるが、医学コミュニ

ティ自身による研究評価ガバナンスを考える際に

は場合分けして検討する意義がある。 

 

2.1.1. 医学コミュニティ内部の合意形成の困難性 

従来、研究評価において何を評価するかが問題
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になってこなかった背景として、各医学コミュニ

ティの内部においては価値基準が共有されている

という想定(マートン，1983)があったと思われる。

この想定のもとでは、研究評価は同じ専門分野の

科学者相互によって行われるべきであり、合意形

成が容易である。しかし、現実には同じ研究領域

の研究者の間でも何を評価するかは論争的である

ことが多い。 

例えば、研究において重視する要素として、臨

床的あるいは政策的な問題解決への貢献といった

インパクトの側面を挙げる者もいれば、研究の独

創性や解析の網羅性といったプロセスの側面が重

要だと考える者もいるだろう。また、研究以外の

要素が評価に入り込むこともある。往々にして医

学研究者は研究と臨床という異なる価値を複合し

た評価を受けることがあるが、このような評価に

おいては研究と臨床をそれぞれどの程度重視する

かといった比重によって評価の結果が変わり得る。 

各医学コミュニティの内部において、どの要素

をどの程度評価するかについて事前に合意を形成

することで一定程度この問題は解決可能であると

いう点がまず肝要である。評価目的を事前に定め

て、それに従って評価を行うことが透明で適正な

評価につながる。 

そのうえで、こうした合意形成はいくつかの困

難性に直面する。例えば研究費配分などのゼロサ

ム的状況を想定した場合、どの要素をどの程度重

視するかの比重を決定することは評価結果を強く

予想させるものであるため、利害対立が先鋭化し

合意が難しくなる場合もあるだろう。また評価項

目間の比重に合意できたとしても、その評価項目

を概括的にしてしまえば、ある評価項目の中でど

の評価要素を特に重視するかは個別の評価者に委

ねられることになってしまう。そもそも、医学コ

ミュニティ内部で序列的な価値基準を作ることで、

自由な研究活動を阻害し研究の多様性を損なう恐

れもあることに注意が必要である。 

 

2.1.2. 医学コミュニティを超えた合意形成の困難性 

研究評価が評価者の合意形成を必要とするにも

かかわらず、現実の評価場面ではそもそも異なる

医学コミュニティに属する評価者や非科学者が評

価を行う場合もある。例えば、大学における教授

採用のための選考において、当該研究領域外の専

門家である教授陣による評価が行われることがあ

る。政府の政策的研究投資には政治家や行政官が

評価者となる場合もある。このような場面では、

研究評価の目的に即した評価要素について合意形

成が必要になる。研究領域が細分化しサイロ化し

ているという現状も、この問題を一層困難にさせ

ている（日本学術会議，2007）。 

評価者の関心の多様性は評価者間の合意形成を

難しくする。科学者は科学自体の発展を志向する

一方で、政府機関や政治家など研究への出資者は

経済的なインパクトを求めることが多い（ネルソ

ン，2012）。科学者の中でも基礎研究と応用研究

では、科学に内在的な真理追求を目指すのか、社

会に与えるインパクトを高めることを目指すのか

という方向性の相違があるかもしれない。あるい

は、歴史学や人類学に近い分野では、そもそも研

究の価値は発見した結果に限られず、資料発掘や

保存という活動自体にある場合もある。このよう

な場合、分野を超えた画一的な評価基準を設定す

ることは難しい。 

注意が必要なのは、この問題は個別の医学コミ

ュニティごとに適切な評価軸を設定したとしても、

解決するわけでは無いという点である。例えば教

授選や学会賞選考を考えると、評価者の個別の専
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門は異なれども比較的近接領域であるから、各コ

ミュニティの評価基準を相互に調整することで合

意形成に相対的には至りやすいと思われる。しか

し、他の科学分野の研究者や非研究者を含めた評

価の場合には、各コミュニティで研究評価管理を

行ったとしても調整がより困難となることが予想

され、評価内容が曖昧なまま評価が行われるおそ

れが高まる。 

 

2.2. 手段をめぐる困難性 

たとえいかなる価値を評価するべきかが明確に

定まったとしても、実際にその評価を行う手段に

より価値の測定程度は変動し得る。したがって評

価に利用する手段が有する困難性も検討すべき論

点である。 

 

2.2.1. 定性的評価の困難性 

定性的評価においては、関連分野の専門家によ

るピアレビュー 4を採用することがほとんどであ

る。当初ピアレビューは社会的属性に左右されな

い公平なシステムとして注目された（Zuckerman 

and Merton，1971）が、近年ではむしろその機能

不全が注目されており（江間，2013）、万能薬で

はないことにも注意する必要がある。 

定性的評価においては、定量的評価によって反

映することができないような要素についても考慮

することが可能になる一方で、比較可能性や一般

 
4   狭義のピアレビューは関連専門分野の研究者によって「研究の手続き的正確さを保証し、結果の妥当
性を確証し、そして論文の出版や助成金の配分等研究に対する報奨を与える体系的な方法論」と定義
される（江間，2013；Chubin and Hackett，1990）が、本稿では人事評価等を議論に含むため、個別
の研究に限定せず研究者を含む評価として考える。 

5   例えば、新規手法の解説論文の引用数と新規な機序発見の論文の引用数では、学術的な意義が異なる
ものの、研究上の役に立つと考えられたという「実用的な」点においては比較可能であると解釈され
ている。 

化可能性は低下し、状況認識を共有することが難

しくなるというトレードオフが存在する（藤垣 他，

2004）。定性的評価を行うことにより評価価値が

不透明になりがちであるという特性が、定量的評

価への依存を正当化する可能性がある。 

 

2.2.2 定量的評価の困難性 

定量的評価に直接的または間接的にしばしば利

用されるのは、被引用数である。被引用数はある

時点でのある論文に対して規定され、引用の回数

を通じて引用された研究の価値を測定する指標で

ある。引用されることは必ずしも好意的に受容さ

れたことを示すわけでは無いが（藤垣，2003）、

引用された科学コミュニティにインパクトを与え

たと解釈することができる（藤垣 他，2004）。し

かし、ここでのインパクトとは研究活動における

実用上のインパクトであると解すべきことに注意

が必要である 5（Garfield，1979）。また、引用は

研究分野における新規出版論文数や引用慣行によ

り大きく左右されるため、分野を超えて直接比較

することが難しい。さらに、単純な被引用数の合

計を研究者の評価指標として用いる場合もあるが、

各研究に対する研究者のエフォートを考慮したも

のではないため、分野における共著に関する慣行

によっても左右される指標である。 

医学系分野でしばしば重視されているのが、IF

である。IF は 1 年に１回、雑誌に対して付与され
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る。よく用いられるのは直近の 2 年ないし 5 年の

間に雑誌に掲載された論文の平均引用数であり、

当該雑誌が研究分野に与えるインパクトを定量化

したものだと考えられている。重要なのは、IF が

雑誌の評価指標であり、各論文の評価に適さない

ことである。ある雑誌における論文の引用数の分

布が正規分布に近似できるのであればまだしも、

実際は負の二項分布に近く、個別論文の質を測る

代替指標として雑誌の平均値（つまり IF）を用い

ることには合理性がないと言われている（小野寺，

2003）。また、藤垣他（2004）は、高 IF の雑誌の

査読を通過したことをもって論文を評価すること

を非合理的であるとしている。しかし実際には IF

の流用は広範に行われている。こうした状況に危

機感を覚えた研究者を中心に起草された「研究評

価に関するサンフランシスコ宣言（DORA）」

(2012)では研究評価を行う際に IF を使用しないこ

とが提言されている。 

h-index は Hirsch(2005)によって、研究者の生涯

の業績を示す目的で作成された。ある研究者につ

いて「h 回以上引用された論文数が h 報以上であ

ることを満たす最大の h」として計算され、ある

時点でのある研究者に対して算出される指標であ

る。単純な引用数の和ではなく、論文数も要求す

ることにより、研究活動全体を評価しようとして

いる。この指標も研究分野に左右されるという被

引用数に内在的な問題を抱えている。また、元々

研究者の生涯の業績を示す目的で作成されたため、

現役研究者の評価では年齢の高い研究者や若くし

て引用数の高い論文を発表した研究者が有利であ
 

6   ある論文 P1 の FWCI は、（P1 の被引用数）／（P1 と同じ出版年，同じ分野，同じ文献タイプの全論
文の平均被引用数）と定義される（Elsevier，2019：46-8）。 

7    2025 年 1 月 6 日時点においては、13 分野（Health Sciences, Biological Sciences, Life Sciences な
ど）と 14 文献タイプ（Article, Review, Erratum など）にとどまっている（Elsevier，2019）。 

るという傾向がある（孫，2017）。 

このほかにも定量的評価の方法は様々に開発さ

れており、指標の有する限界を超えるべく改良が

続けられている。例えば、Field Weighted Citation 

Impact(FWCI)6  は、対象となる論文の被引用数を、

その論文と同じ出版年・分野・文献タイプの論文

の平均で基準化することで異なる専門分野におけ

る研究者の業績を比較することが可能となる（福

成，2014）。たしかに専門分野によって左右され

るという被引用数の限界を一定程度緩和している

ものの、比較可能な分野を一律で区分することに

は限界がある 7。このように、少なくとも現在の

段階では、手放しで信頼できる指標は存在しない

（調，2013）。定量的評価指標を開発する立場で

ある計量書誌学の研究者自身が、指標は定性的評

価の補完として利用するのにとどまるべきである

と諌めた「研究計量に関するライデン声明」を公

開したことに象徴的である（Hicks et al.，2015）。

評価する価値についての合意形成の不在は、新た

な定量的指標を用いることによっては解決せず、

むしろ評価に関する本質的な課題から目を背ける

可能性があることに注意すべきである。 

 

2.3. 公正をめぐる困難性 

評価において公正さも重要な論点である。ここ

では、公正さを評価基準と評価実践の乖離として

定義する。本稿では恣意的でない乖離も不公正と

して捉えることにより、不公正な評価を帰責する

よりも、むしろ多くの場合、評価には一定の不公

正さが不可避的に付随する構造にあることに注目
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する。 

仮に評価価値と手段について合意ができた場合

においても、評価が公正に行われるためには、評

価者が適切に評価を行うことが必要である。しか

し現実には、恣意的な歪曲の問題が存在する。こ

れは評価の透明性には限界があることや、評価に

おける評価者の専門性に基づく裁量が伴うことに

付随する。そもそも評価従事者には評価を自身の

都合に良いように歪めるインセンティブが存在す

る（田辺，2005；西出，2020）。評価を機能させ

る条件の例としては、評価が事後的に検証可能で

あることがあるが、研究評価は高度に専門的であ

る上、研究機密や不正防止の観点から評価プロセ

スを完全に透明化することはできない。評価不正

のディスインセンティブを高めるためには、罰則

を規定したり評価謝礼を高額に設定したりするこ

とが考えられるが、親しい研究者への優遇等の曖

昧な事例についてまで適切に監視することは難し

い。この場合、評価を機能させる要素としては、

評価者の倫理観やコミットメントに依拠するしか

なく、研究評価の公正性が立脚する基盤は極めて

脆弱である。特に、研究者が競争的な環境に置か

れるほど、公正な研究評価の基盤は脆くなる。 

以上のような意図的な問題に加えて、非意図的

な問題も構造的に存在する。顕著な問題として、

評価者のバイアスがある。例えば、査読において

医学研究において統計的に有意な研究結果が評価

されやすいといった問題（Atkinson，Furlong and 

Wampold，1982）や、人事評価において性別や民

族によって評価の程度が著しく異なるという問題

がある（Fang et al.，2000；Richter et al.，2020）。 

仮に評価者にバイアスが一切なかったとしても、

評価者の評価能力には限界がある。評価のための

情報を完備して判断の結果を事前に予見できるよ

うな理想的な評価者と比べて、現実の評価者は常

に情報の不確実性に直面し、専門の研究領域は限

られているという限定合理性(March and Simon，

1993)に縛られているからである。Crane（1967）

は、雑誌編集者が自身の受けた研究流派や選好す

る手法や理論に応じて採択する研究に傾向がある

ことを指摘した。そもそも研究活動が学術領域の

先端を開拓する営みである以上、評価者は研究者

本人よりも当該研究について常に情報量に欠ける

という構造的な問題が存在する。 

なお、こうした公正の問題は定性的評価にのみ

関係すると思われることも多いが、定量的評価で

も同様に問題となる。定量的評価により、評価者

のバイアス、評価能力、恣意性などの要素を排除

しようとしたとしても、いかなる定量的指標も構

造的に有利不利が生じる余地が存在する。そのた

め、ある評価においてどの指標を採用するかとい

う局面で、結局評価者や評価設計者側のバイアス

や能力、恣意性が問われる。定量的指標により評

価しているから公正だという主張は、脆弱な仮定

に立脚している。 

 

2.4. 小括 

以上では、評価するべき価値基準を明確にし

（価値）、適切に測定する手段を選択し（手段）、

計画通りに評価を実施する（公正）必要があるこ

とを前提に、その三点を実現する上での構造的な

困難性をそれぞれ確認した。 

まず価値については医学コミュニティ内部ある

いは外部との間での価値基準のばらつきが存在す

ること、および評価する価値についての合意形成

の困難性が予想された。手段については、定性的

評価の不透明性が定量的評価の客観性への期待を

もたらしたものの、定量的評価にもまた限界が指
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摘されていることを確認した。また、価値につい

ての合意形成の不在は手段によっては解決できな

いことが確認された。公正については、評価者の

意図的・非意図的なバイアスや評価者の評価能力

の限界が指摘され、研究評価には一定の不公正さ

が不可避的に付随してしまう構造にあることを確

認した。 

こうした困難性を乗り越えて自律的評価を実現

するためには医学コミュニティ内部における合意

形成が必要である。そこで、現実にはどの程度合

意形成に成功しているのか、あるいはどのように

研究評価の困難性が温存されているのかについて

調査する必要がある。 

 

3. 方法 

医学研究者が医学研究評価のあり方をどのよう

に認識しているのかについて検証するため、本研

究は医学研究者を対象としたWeb式アンケート調

査の自由回答の結果を用いる。本研究は Minoura 

et al. (2024)で行われたアンケート調査の副研究で

あり、調査全体の詳細についてはそちらを参照さ

れたい。 

アンケート調査は、第 31 回日本医学会総会の

U40 委員会若手研究者有志が中心となり実施した。

質問票の作成にあたり、日本医学会分科会に所属

する研究者計 22 名（シニアおよび初期キャリア

研究者、学生）を対象として質問票へのコメント

およびフォーカスグループインタビューを実施し

た。併せて、質問票の検討のため、研究評価に関

する非医学系有識者 10 名以上から意見を聴取し

た。完成した質問票を用いて、医学研究者を対象

にインターネット調査を実施した。本調査は、日

本医学会を通じて各分科会（各学会）に配布を依

頼した。調査期間は 2022 年 12 月 14 日から 2023

年 1月 17日までとし、無記名での回答とした。倫

理的配慮として、回答内容は個人を識別できない

よう加工した上で研究に利用する旨を事前に示し、

同意を得た。なお、本研究について国立国際医療

研究センター（現・国立健康危機管理研究機構）

倫理委員会にて審査・承認を得た（承認番号 

NCGM-S-004530-01)。 

質問票は全体で 37 の大問で構成されており、

枝問を含めると 77 項目あった。分析対象とした

設問は、「問７．医学研究者、研究の評価につい

て、現在行われている好事例でご存知のものがあ

りましたら教えてください。医学研究者、研究の

新たな評価方法（定量的、定性的を含む）につい

て、思いつくところがありましたら教えてくださ

い。また、本調査に対するご意見ご感想などがあ

れば、自由に記述してください。」である。 

なお、Minoura et al. (2024)では同設問に対する

自由回答の量的な分析を中心に行っているが、本

研究では同じデータを用いて自由回答の内容につ

いて質的に分析を行った。理論的整理に対応した

回答を抽出してカテゴリ化を行った。 

 

4. 結果 

アンケート調査全体として 3169 名から回答が

得られたうち、自由回答項目の記載があったのは

645名（20.4%）であった。そのうち本研究では、

理論的整理に対応した回答 98 件を抽出してカテ

ゴリ化を行った（表 1）。対象となった 98 件の回

答は、価値、手段、公正の各観点それぞれに表 2

から表 4 に示した。以下では観点ごとに回答の内

容を検討する。 
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整理の観点 理論的整理から示唆される課題 自由回答で観察された研究評価における課題 

価値をめぐる
困難性 

（表 2） 

 医学コミュニティ内部の合意
形成 

 医学コミュニティを超えた合
意形成 

 

 研究活動において重視される要素のばらつき
（7件） 

 教育、臨床、社会活動などの研究活動外の活動
に対する重要性のばらつき（22件） 

 ライフコースやジェンダーに係る要素をどのよ
うに位置づけるかについてのばらつき（12件） 

手段をめぐる
困難性 

（表 3） 

 定量的指標は限界を抱えてい
るという前提への合意が難し
い 

 定性的な因子は客観的に判定
可能であるという前提への合
意が難しい 

 

 定量的指標の妥当性や有効性に関する理解のば
らつき（10件） 

 定量的指標の中でも（和文論文数など）重視さ
れないものもある（6件） 

 定量的指標が評価制度に組み込まれている（4

件） 

 定量的指標の解釈の前提としての分野慣行のば
らつき（12件） 

 定性的な評価は主観的であるという感覚と、定
量的指標の方がまだ良いという諦観（10件） 

公正をめぐる
困難性 

（表 4） 

 評価の透明性には限界がある 

 評価者の評価能力には限界が
ある 

 評価者にはバイアスが存在す
る 

 評価者個人の専門性や経験への依存（8件） 

 先端的研究の評価不可能性（2件） 

 恣意的な評価の可能性（5件） 

表 1：理論的整理と実証的検討の対応関係 



 CBEL Report Volume 8, Issue 2 

   

 11 

医学研究評価が直面する構造的な諸問題： 
医学研究者を対象とした WEB アンケート調査 

4.1. 価値をめぐる課題 

表２に示した通り、自由回答を通じて何を評価

する価値として含めるべきかについてばらつきが

存在することが示唆された。以下では、研究活動、

研究外活動、ライフコースやジェンダーの順に確

認する。 

まず、研究活動とはいえ様々な要素が重視され

ていることが分かった（表 2： 研究活動において

重視される要素のばらつき）。評価すべきとされ

た要素として「臨床に役立つ」研究や「政策や施

策に影響を与える研究」に言及する回答が見られ

た。他方で、「学問は、いつ、どのように役に立

つのか分かりませんので、それぞれの研究者が、

ご自身の興味あるテーマについて、追求できるこ

とが大切」という意見も存在した。「楽しさ・わ

くわく感」といった要素への言及もあった。研究

にあたってのリーダシップや人間性を重視すると

いう回答もあった。 

次に、研究外活動の重要性に対する態度のばら

つき（表２：教育、臨床、社会活動などの研究活

動外の活動に対する重要性のばらつき）である。

教育、臨床、社会活動、査読、事務作業などが含

まれていた。概して、これらの研究外活動により

研究活動に割くエフォートの量が減少してしまう

点を問題視する意見が中心的であった。「臨床に

どれだけ時間をとられているかで研究に使える時

間が違う」といったように、研究外活動へ割く労

力に格差がある点が問題視されており、その格差

は「ますます研究に割く時間がなくな」ることで

拡大するという指摘があった。こうした状況の構

造的原因として「現在、大学教員は（特に国立で

は）予算面から人員が削減されてきており、臨

床・教育・研究などの従来業務の中で、事務仕事

も圧倒的に増加」したという指摘もみられた。 

教育、臨床、社会活動については「研究には向

かないが教育を得意とする人、実践を得意とする

人が、それなりに評価されることが必要」といっ

たように研究とは別の価値を認めるべきとする意

見もあった。医局員である大学院生による「在学

中にどれだけ非常勤医員として地域医療に貢献し

たか、救急夜間医療について貢献したか、社会活

動に貢献したかなどについて（中略）評価してい

ただきたいです。でないと、研究だけして

COVID-19 への対応も含めて何もしない『研究だ

けしている人』だけが評価され、（中略）研究時

間が取れない人が何も評価されません」との回答

は、医療提供体制を支える医局システムの評価体

系に再考を迫るものである。 

三つ目は、ライフコースやジェンダーの問題で

ある（表２：ライフコースやジェンダーに係る要

素をどのように位置づけるかについてのばらつ

き）。自由回答では子育て、家事、介護などへの

言及があった。ここでも研究活動に割くエフォー

トの量が減少してしまう点を問題視する意見が多

く、研究外活動と同列で考えることもできる。一

方で、こうした労働の多くが女性により担われる

という現実と合わせて考えると、ジェンダーに関

連した独立した論点だと捉える必要がある。注目

すべきことに本調査では男性からもこのような意

見が出ており、例えば「研究に専念したいが、子

育て・家事にも時間がとられ、自分の理想通りに

は進まない。（中略）独身研究者や配偶者がパー

トや専業主婦（夫）の研究者を羨ましく思う」と

の回答があった。逆に「女性医師が不当に高く評

価されているように感じる」のように、ライフコ

ースやジェンダーに関する既存の手当ての仕方が

望ましくないという回答も存在した。 
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価値をめぐる課題 自由回答 

研究活動において
重視される要素の
ばらつき 

 私は A 診療科医です．私は「臨床に役立つこと」を常に念頭に置いてテーマ
を選択し，臨床研究論文を書いています．臨床家が研究をすることは，研究
者が研究をするのと同じくらい大切なことと自負して論文を書いています
が，やはり「評価」に関して多くの疑問があります． 1 つは，雑誌の IF に関
してです．我々の業界で格式が高く，ある程度汎用性がある（NEJMや Nature

とかではないという意味です）雑誌の IF はおしなべて低く，どんなに頑張っ
ても IFそのものはなかなか上がっていきません．Citationの頻度から考えて，
A診療科というマイナー分野である以上当然なわけですが，それをもって「評
価」とされてしまうと頑張りは認められません．  

 政策や施策に影響を与える研究を行った数 査読数と査読の質 科学的な妥当性
を自分で判断できる力をもつ研究者の割合；把握が難しいですが、その国際
比較 

 医学研究（者）の評価は英文誌＋インパクトファクターであることが多いよ
うに思います。一方で、医学研究、特に社会医学は横断的・応用的な側面が
あるため、投稿先のジャーナルが人文・社会科学の分野になったり、和文誌
になったり、といったケースがあり得るように思います。そのため、評価の
基準となるものを見出しにくい状況にあるのではないでしょうか。   

 評価を重視すること自体が、学問活動に相容れないと思います。学問は、い
つ、どのように役に立つのか分かりませんので、それぞれの研究者が、ご自
身の興味あるテーマについて、追求できることが大切だと考えています。 

 「楽しさ・わくわく感」も役に立つかどうかと同じくらいの重要性があると
思います。 若い世代（中高生・大学生）が直感的に「すごい」と思える研究
の価値を高く評価して欲しい。 

 必要な人材は組織、タイミングにより異なる、ので、評価法もその都度異な
る、というコンセンサスが必要 

 業績の定量評価も研究者評価のある程度の指標になるとは思いますが、その
業績に研究者本人がどの程度コミットしてきたか(まわりの方にどれくらい依
存してきたか、リーダーとしてチームを束ねてきたのかチームの歯車に過ぎ
なかったのか)、人脈や人望はどうなのか、弟子は育っているのか、などな
ど、他にも重要な要素が多々あるように感じています。 

 周囲からの信頼を多角的に評価できる指標が求められていると思います 

 所謂 Negative dataの発信も価値あるものとして積極的に推奨する雑誌もありま
す。このような取り組みが biasの問題を解決する一助にもなると思います。 

教育、臨床、社会
活動などの研究活
動外の活動に対す

 日本に臨床と研究を両立できる physicians scientists の position が確立されるこ
とを切に願います。日本の臨床医が行う研究は完全にやりがいの搾取です。
研究活動が正当に評価され、それに対する労働対価が支払われることが重要

表 2：価値をめぐる課題に言及する自由回答 
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る重要性のばらつ
き 

です。 

 海外で、PhD を取得しました。現在、市中病院につとめています。日本に帰
ってくると、科学研究費もとれない、大学病院への研究する場所の提供のア
クセスもない状況です。もっと、研究がオープンにできるようにしていって
ほしい。 

 医学部附属病院勤務にしています。学生実習のエフォート、学生講義の評
価、臨床における手術件数や新規術式の導入、学会の委員、ガイドライン作
成などの数など、無収入、無評価でおわるものに対する適切な評価。 

 大学病院では臨床に取り組みながら研究をするが、臨床にどれだけ時間をと
られているかで研究に使える時間が違う。 一方で、臨床に応用できない研究
は、いくらインパクトファクターが高い論文に通ったり、受賞歴があっても
意味がない。 これらの観点を包括的に評価できる指標、もしくは指標を作れ
る人はいるのだろうか。 

 現在、大学教員は（特に国立では）予算面から人員が削減されてきており、
臨床・教育・研究などの従来業務の中で、事務仕事も圧倒的に増加してきて
おり、研究生活を続けたいと思える環境ではなくなってきております。まず
は大学などの研究機関に予算面でも人的資産でも余裕を持たせるような体制
を国が主体となって作っていただかなければ、日本から世界に発信できるよ
うな研究成果はますます少なくなっていくと感じております。 

 以前は医育機関が行っていた医学教育を、市中病院が担うようにシフトして
きたおかげでこちらの負担が多く、研究に割く時間が制限される。特に臨床
研修病院で教育に対する評価を加味してほしい。 

 研究を行うには、時間が必要です。大学（看護 助産学）教員として勤務し
ていますが、実習・授業で研究の時間が持てません。 

 研究機関の研究者としての評価と、教育機関での教員としての立場での評価
は異なるべきと思います。 

 共同研究や博士課程教育などを通して、若い研究者をどれだけ育成したか
も、研究者の評価として重要と考えます。 

 提案とはならないが、研究は純粋に研究として評価すべきなので、例えば教
育に関する実績など、他の能力についての評価は加味すべきではない。 

 外科医にとって、トランスレーショナルリサーチは必要と考えます。研究、
教育を行っている大学人をもっと正当に評価してもらってもいいと思いま
す。 

 このような調査をありがとうございます。 とても人柄もよく、教育業務にも
熱心な教員にばかり教育業務や委員会活動が依頼され、その人はますます研
究に割く時間がなくなり、教育業務を他者に押し付けて自身の研究に労力を
割いている教員が高い評価を受けること、時間を与えずにあの人は研究は得
意じゃないからと教育に忙殺されている人を低く評価する研究者が現実にい
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て、悲しい気持ちになります。 教育業務や臨床・育成・庶務業務にも正当な
評価が必要だと思います。 

 研究には向かないが教育を得意とする人、実践を得意とする人が、それなり
に評価されることが必要。 

 研究者としての評価として、特に教育や臨床を含むべきではない。それらは
あくまで教育者や臨床家としての評価であり、論文などの研究業績と同程度
に比肩しうるものとはなり得ない（例えば臨床を 100%の effort で行なってい
る医師が論文を書いたものと同等に研究者として評価されるというのはあま
りにおかしい。それらは人材や教員としての評価の対象とはなるがやはり研
究者としての評価にはなり得ない）。 

 研究者の評価が教育者を選定するための評価になっていると思うので、調査
によって現状を明らかにし、評価指標の適切な利用が進むことを望んでい
る。 

 研究者は研究内容で評価されるべきだと思います。教育が怠惰の隠れ蓑にな
っていることを多数経験しているため、「私は教育に熱心です。」と言って
いる人が信用出来ません。 

 看護系の研究者です。看護系では英語論文数や引用数に対する評価をもっと
厳しくする必要があると思います。大学の教授で h-index が 5 もなかったりす
るのは問題だと思います。教育が評価されないと皆さん言いますが、研究も
評価されていないので業界全体で研究が進んでいないのが実情だと思いま
す。 

 私は英文・和文ともに非常に多くの査読依頼があり、これに非常に時間を割
いているが全く評価の対象にならない。投稿を多くするのに全く査読を受諾
をしない医師もいるのは不平等を感じる。 

 査読をテーマとした研究もしていただきたいです。論文による科学の進歩に
は必須ですが、査読の労力は正当に評価されていません。 

 研究者としての評価でなく大学院生としての評価に関する点なのですが、例
えば在学中にどれだけ非常勤医員として地域医療に貢献したか、救急夜間医
療について貢献したか、社会活動に貢献したかなどについて卒業時の要件で
も何でもいいので評価いただきたいです。でないと、研究だけして COVID-19

への対応も含めて何もしない「研究だけしている人」だけが評価され、「研
究だけしている人」が研究だけしていればよいように、その他の業務に従事
させられているせいで、研究時間が取れない人が何も評価されません。何で
もいいので評価してほしいです。 

 医学部生のカリキュラムが大幅に変わってきており、教員の教育へのエフォ
ートが必要とされるのに、教育やその他の業務が転職などの際に評価されに
くい。評価されにくいので、教育や管理業務にエフォートをさく教員が減っ
ている負のスパイラルであると思う。評価そのものを見直し、医学そのもの
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が発展し、いい人材が育つような仕組みを作って欲しい。 

 公衆衛生学は社会活動（実践）も研究と同等と評価すべきと考える。 

ライフコースやジ
ェンダーに係る要
素をどのように位
置づけるかについ
てのばらつき 

 ダイバーシティに関することを学問として認める気運を作ってほしい。 臨床
と基礎に大きく分かれているが、医学に関する学問はもっと多くあるという
ことの認知を進めてほしい。 

 本調査には、最近の行き過ぎた若手優遇策、女性優遇策に対する問題意識を
問う項目がない。過度の優遇作により、人材評価が後回しになり、文科省か
らのノルマ達成のため（大学レベルで）能力いかんに関わらず若手・女性人
材を登用する風潮がある。海外における Equality問題解決の表面的な部分だけ
を「ものまね」しているだけになっているため、日本の研究能力は下降して
いくと思われる。 

 ロスジェネ世代のため昇進もなく、人生設計が破綻している。このような社
会を改善してほしい。 

 リーダーを選ぶ際の良い指標が構築されることを期待しています。女性の割
合が低い原因の一つには定性評価が影響していると思います。 

 研究分野においても男女間の差が生じていると感じています。女性研究者に
とっても研究しやすい環境改善を期待しております。 

 研究に専念したいが、子育て・家事にも時間がとられ、自分の理想通りには
進まない。それを睡眠不足で補う方法もあるが、健全でないように思う。独
身研究者や配偶者がパートや専業主婦（夫）の研究者を羨ましく思う。 

 今後、女性研究者の妊娠出産に関してのデータも出していただけたらと思い
ます。妊娠出産育児で大きくビハインドを感じてしまっています。 

 最近、増えてきた、女性限定採用の公募は、男性やマイノリティーに対する
差別であるので、やめたほうがいいと思う。 

 女性医師が不当に高く評価されているように感じる。17 時に帰るのと、遅く
まで残った仕事をするのと、同等の評価では納得できない。また各種学会に
も女性専用のポジショニングがあるのは、逆に男卑女尊の流れになっている
と思うこともある。 

 健康状態と研究生活の状況については、家族の出産・育児タスクの発生によ
って生活様式が変化した影響を受けているため、参考値として頂ければと思
います 

 子育てをしながら研究を行っている研究者をプラスで評価する仕組みがあれ
ばよいと思います。 現職場では子育て中は昇進はないと上司に言われてお
り、子育て中は研究にさける時間が減るため日本ではネガティブに受け取ら
れていますが、子育てによって得られる危機管理能力、柔軟性、責任感、教
育に関する知見は、研究を行う上でも大きなプラスになると信じています。 

評価者が中年男性に偏っているのも大きな問題だと考えます。 

 臨床業務が長く、子育て世代になってから研究活動を開始したため、時間や
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給与等の面でこのまま続けていくか悩みが尽きないです。省察する良い機会
となりました。ありがとうございました。 

※ 回答には誤字・脱字や文章の誤りが含まれていたが、筆者らは改変をせず、そのまま記載した。

ただし、個人や対象を特定できると思われる箇所については、可能な限り趣旨を変えない形で修

正を施した。 



 CBEL Report Volume 8, Issue 2 

   

 17 

医学研究評価が直面する構造的な諸問題： 
医学研究者を対象とした WEB アンケート調査 

4.2. 手段をめぐる課題 

自由回答では IF への批判的な意見のみならず、

一定の有用性を主張する回答が散見された。まず

IF の限界を指摘する意見としては、オンライン雑

誌のように戦略的に操作可能である点が懸念され

ていた。さらに、「臨床系に比べ、社会医学系の

インパクトファクターが小さいので、数値で単純

比較することに不公平感がある」のように、研究

分野間での差についての言及が見られた（表３：

定量的指標の妥当性や有効性に関する理解のばら

つき）。 

他方で IF が有効な指標であるという意見とし

て、「内容の評価が大事であると思うが、論文の

重要性と緻密さと、インパクトファクターはおお

よそ比例していると思われる」8 や定量的評価全

体についての意見であるが「透明性のある評価基

準と評価結果を出すべき」といった点が挙げられ

た。また、IF などの定量的指標を、研究活動が極

端に少ない研究者の「足切りに使う」ことを提案

する回答もみられた（表３：定性的な評価は主観

的であるという感覚と、定量的指標の方がまだ良

いという諦観）。 

こうした IF の諦観的受容の背景には代替的な

評価の難しさがあるかもしれない。「インパクト

ファクターや citation index の問題点は、自分が研

究をはじめた 20 年以上前から指摘されていたが、

現在も当時と同じ問題点が延々と議論されていて

進歩がない。 研究者を公平・公正に評価すること

は極めて困難であり、２週(ママ)くらい回って、

結局のところインパクトファクターのような客観

的・定量的指標による評価が最も費用対効果がよ

いという感覚に達しています」という回答があっ

 
8    この点については上記 2.2 を参照。 

た。また定性的評価について「評価者の主観が入

り込みやすい」などの言及があった（表３：定性

的な評価は主観的であるという感覚と、定量的指

標の方がまだ良いという諦観）。 

IF の重要性を規定する別の原因として、評価

における指標として用いられていることが指摘さ

れた（表３：定量的指標が評価制度に組み込まれ

ている）。「人事評価のため毎年提出する書類には、

論文の IF（中略）などで加算があるということに

なっています」、「インパクトファクターが評価に

関わるので、インパクトファクターを見ながら論

文を投稿します」や「若い時には、インパクトフ

ァクターを考慮しないと就職に不利になるため、

また、言い訳だと言い割れる(ママ)可能性もある

ため、インパクトファクターのついている学術誌

以外には投稿しませんでした」という回答があっ

た。 

他方で、定量的指標の限界と密接に結びつい

た形で言及されていたのが、人的・資金的リソー

スの多寡やオーサーシップについての扱いが、研

究チームごとに異なる点であった（表３：定量的

指標の解釈の前提としての分野慣行のばらつき）。

「現在、評価の高い雑誌に論文を掲載するために

求められるデータの量は、一人の研究者で出来る

範囲を超えている」ため「同じデータを出すので

も、資金のある研究室では外注する。一方で、資

金に乏しい研究室の研究者は長時間かけてすべて

の実験を自分で実施している」というようにリソ

ースの多寡が影響するという議論や、オーサーシ

ップについて「有名大学出身者あるい（ママ）大

きな研究室出身者は論文の共著者になる機会も多

く、それだけインパクトファクターも多くなる」
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ケースや、「論文には研究室員の名前を全て載せ

る」のようなギフトオーサーシップに至っている

事例について言及があった。 

なお、被引用数と h-index については全体的に

否定的な意見が少なく、特に上記 2.2 において指

摘された指標としての限界について言及する回答

は無かった。

 

手段をめぐる課題 自由回答 

定量的指標の妥当
性や有効性に関す
る理解のばらつき 
 

 このアンケートは研究の質が定量化できることを前提に作られているので、
違和感を感じる。 本来 1個 1個の論文の質、目的が違うことを考えると、定
量化することはできないのではないか？ 同じ impact factorでも reviewerの質
で通りやすさが違うので、１本の論文を定量化して評価できない のだから、
鼻から無理だと思う。そういう意味で、first author， second author， last au-

thor， correspondence authorに絞って評価が行われれるべきと思われる。 

 私のみならず海外の共同研究者もインパクトファクターが評価に関わるの
で、インパクトファクターを見ながら論文を投稿しますが、オンラインジャ
ーナルの乱立などでインパクトファクターの浮き沈みが激しく、投稿先に頭
を悩ませています。本調査を基に何らかの提言がなされると嬉しいです。 

 年間平均インパクトファクターなどを使って給与などに反映するべきだと思
う。 

 h-indexはよりよい指標だと思います。 

 社会における研究者の役割が多様化しているのではないでしょうか。そうな
りますと、評価軸も多様化する必要があると思われまます。IF の高い論文を
載せるということに過剰に局所最適化していないでしょうか。それは何に対
するインパクトなのでしょうか。それは出版ビジネスに研究費をこれ以上注
ぐ目的はなんでしょうか。 

 研究評価は発表時点で受けることも重要であるが、10 年後 20 年後に人類に
とって生産的であったと評価されることもあるのでむづかしいのではない
か。この点で科学的興味を想起される研究対象は重要と思われる。 

 私自身、雑誌のインパクトファクターは研究のレベルの指標にしますが、近
年はインパクトファクターと論文の質に乖離が大きい論文が多いように感じ
ます。また、研究（ラボ）が評価されているのか、研究者が評価されている
のか曖昧な部分なども感じることが多々あります。色々と曖昧に感じる部分
が多い部分ですので、このようなあり方を調査いただき嬉しく思います。ぜ
ひ、調査結果を元に、多くの方が納得いく評価方法のご提案をお願い申し上
げます。 

 研究者を「選択」「選別」するための指標として（雇用時、あるいは契約延
長時）、論文数のみでは「短期間で結果が出る研究」を多く行っている研究

表 3：手段をめぐる課題に言及する自由回答 
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者に有利となるが、本当に求められている研究は（アカゲザルを 20年育てた
ときのカロリー制限が老化に及ぼす影響、という有名な研究のように）論文
数が多い研究者以外からも出ていると思われる。このような新奇性、発展性
のある研究に対して高い評価点を付与するシステムが望ましい。新奇性・発
展性がある研究は、各分野の雑誌よりは、分野をまたいだ雑誌（Nature， 

Science，..）に多いのかもしれない。（※各分野の雑誌は、現在「雨後のタ
ケノコ」のように乱立しており、論文は増えてしまっており、かつお互いが
引用し合っているので、IF もそれに引っ張られて上昇してしまう。）このよ
うな新奇性（誰も思いつかなかった）・発展性（別分野に応用できる；例、
循環器→感染症、医学→地学）という採点基準が欲しい。 

 発表論文数は必須条件です。英文原著論文が発表できた上で新たな評価基準
を考えてもいいと思います。科研費の申請に業績欄をなくしておきながら、
日本の科学論文数が少なくなったとされることに違和感を感じます。まず論
文発表、それなくして別の評価法は無意味だとすら感じます。 

 論文本数や IF、被引用数、h-index や g-index が硬直した数字争いになるのは
好ましくないが、広島大学のように足切りに使うのはそう悪くない話のよう
に思えます。少なくとも常勤の教員で論文を全く書かないような研究者をフ
ィルタリングする役割としては良いと思う。しかし絶対的な業績評価として
使うのは下策であると思う。 

定量的指標の中で
も（和文論文数な
ど）重視されない
ものもある 

 現状ではとにかくインパクトファクターのついているジャーナル（英文誌）
に出すことで、自分自身の評価に繋がるように工夫しています。しかしテー
マによっては、和文誌のほうが高度な議論を行うことができる場合もありま
す。ここで生じるのは、「業績上の評価を得るために、研究の品質を意図的
に下げる」というトレードオフです。つまるところ、研究の評価が、研究の
品質と必ずしも一致しない状況が進行しているように思われ、そこに一抹の
不安を覚えています。 

 和文論文がもっと評価されるべきである 

 英論文だけを良しとせず和文であっても適切に評価される必要性がある。 

 質の高い論文が英文誌に投稿される傾向がみられるため，日本で行われた研
究を日本の社会で役に立てるために使いにくいのではないかと感じていま
す．和文誌に掲載された論文を評価する手法か価値基準を確立することが必
要ではと思います（引用数や言語の違う同じ論文投稿を二重投稿とみとめな
い価値観など）．和文誌の編集担当をすることが多いのですが，和文誌への
投稿論文の質と量が低下してきていることも気になっています． 

 日本国内の研究を、和文で発表した際の評価機関をつくることが必要である
と考えます。分野・領域によっては、国内の雑誌に和文で発表することの方
が、影響が大きいと思います。 

 専門医などの申請には研究業績とみなしても、医学研究者としての業績対象
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からと和文を外す。 

定量的指標が評価
制度に組み込まれ
ている 

 A 診療科という狭い分野におり、人事評価のため毎年提出する書類には、論
文の IF や Q1-3 に当たるかどうかなどで加算があるということになっていま
すが、一度もその加算対象となる論文を発表できたことはなく、当該分野の
最も IF の高い雑誌もせいぜい IF3-5 であるため、10 以上、15 以上、30 以
上、、、というような加算項目を見るたびにため息しか出ません。これらの
評価指標は特定の分野のみ配慮した指標で、やはり、臨床がメインのコアな
分野の医師に対する救いがなければ、同じ土俵では働いていけません。早く
辞めたいのに、近年の集約化のためやめる先がなく、仕方なく大学に踏みと
どまっている、というのが現状です。 

 日本（特に臨床）は、研究評価に関する意識改革が大きく遅れていると思
う。たとえば、履歴書にインパクトファクターや H index を記入させるよう
な形式を未だに要求されることがあるが、これはその履歴を審査する側が、
研究の価値を評価する能力に欠けていることを自白するに等しい行為であ
る。 

 若い時には、インパクトファクターを考慮しないと就職に不利になるため、
また、言い訳だと言い割れる可能性もあるため、インパクトファクターのつ
いている学術誌以外には投稿しませんでした。しかしながら、研究者の少な
い分野では、インパクトファクターがつかないことも多いため、あくまで、
参考程度の指標として用いるべきだと思います。最近は、意図的にインパク
トファクターを知らべることなく（インパクトファクターを無視して）、論
文を投稿しています。 

 偏った評価指標で順位をつけて、給与を５～７％減らす施策をとっている大
学がある（当方の大学）。 非常にナンセンスであり、人のやる気を損なう、
経営学的にはやってはならないシステムと思う。 評価するのは良いが、その
使い方は慎重にすべきである。 

定量的指標の解釈
の前提としての分
野慣行のばらつき 

 臨床系に比べ、社会医学系のインパクトファクターが小さいので、数値で単
純比較することに不公平感がある。  何らかの形で、研究分野間で公平に比
較できる評価方法の創出が必要と感じる。 

 共著論文で荒稼ぎしているのを排除できる評価方法が望ましい。ただの環境
ガチャを当てただけにしか見えない。 

 日本の共著制度にも疑問があります．日本は論文に関わっていなくてもその
科に所属していれば共著になります．ですから，筆頭とセカンドオーサーと
ラストオーサーくらいしか事実上の実績として認めてはもらえません（臨床
の世界だけ・・・？）．これだと，論文を書いた人ばかりが苦労をします
し，また何もしなくても共著になるわけなので，人の研究に協力しようとい
う気持ちがなくなります．互いは身内であると同時にライバル関係であるこ
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とも事実なので，「実績にならない人の研究」を手伝う気持ちなんてなくな
ります．（本当は共著に入るので厳密には実績ですが，前述したように日本
の臨床ではセカンドオーサーとファイナルオーサーくらいしか「実績」とさ
れないので．）そうなるとそれぞれがそれぞれに研究をするだけで，それら
が有機的に結びついたりはしません．海外では教授ではなく直属のスーパー
バイザーがラストオーサーのこともありますし，共著は本当にかかわった人
だけしか載りません． いつも日本が研究の世界でおいていかれないか心配し
ています． 

 若い研究者を評価するのは難しい。所属する大学、研究室により研究環境の
違いが大きすぎる。スタートラインの違いが研究者としての能力・才能の評
価を歪めている可能性があるのではないか。現在、評価の高い雑誌に論文を
掲載するために求められるデータの量は、一人の研究者で出来る範囲を超え
ていることが多く、若手研究や基盤研究 C 程度の研究費では全く足りない。
このような現状を改善しない限り、研究者の正当な評価はできないのではな
いか、と日頃思っている。 

 規模の大きい大学では、業績の水増しが横行している。例えば、論文には研
究室員の名前を全て載せるなど、不正行為に含まれるギフトオーサーであ
る。言いようによってはボーダーを行くこともでき、業績水増しの逃げ道と
なっているが、このあたりを適切に評価できる指標があればうれしい。同じ
データを出すのでも、資金のある研究室では外注する。一方で、資金に乏し
い研究室の研究者は長時間かけてすべての実験を自分で実施している。資金
のある研究室の研究者は、実験手法の説明すらできないこともあり、この両
者が同じ評価というのは不適切なので、新たな指標で解決してほしい。 

 有名大学出身者あるい大きな研究室出身者は論文の共著者になる機会も多
く、それだけインパクトファクターも多くなる。CIや HI-indexもしかり。上
記のような研究者が教授などになってもしっかりと後輩の研究者を育成する
能力がない事例に度々遭遇してきた。 

 調査の目的から逸れるのかもしれませんが、研究者の評価にあたっては、任
期と予算の問題が極めて大きいと思います。有為な人材であっても、任期が
来れば雇い止めとなること、無期転換は予算上無理なことが多いためです。
このことは研究者の福祉だけでなく、研究界の発展を著しく妨げる大きな要
因となっています。任期が来ても、本人と研究機関の合意で延長できる法改
正が必要と思います。 

 医局員の多い教室の研究者の業績が高くなりやすい。この点を踏まえた評価
が難しい。 

 評価基準が明確に示されていない状態で業務に取り組んでいる研究者（臨床
医）が多いことが問題かと思います ・臨床医の研究活動については、First 

author や corresponding author を中心に評価するのではなく、研究チーム単位
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での評価を重要視することが必要かと思います 

 研究者業績のアウトカムを、社会への還元（雇用を生み出す、製品開発と流
通、起業など）と科学への貢献（論文数、被引用数、講義数、担当学生数）
に分けて、併せて１００％となる評価基準の作成と、定期的な繰り返しの評
価の実施はいかがでしょうか。 

 研究の環境も評価する（実験室、オフィス、事務補佐員の有無などで研究関
連業務の負担が異なるので業績にも影響するため）。自己申告評価の重視
（職場の各委員会に入っていなくてもその資料をつくるなど実質的に委員と
同等のことをしているケースもある、ゴーストライトも普通にある）。 

 1.自分が筆頭著者として載っている論文のみを h-index のように数値化、2.自
分が責任著者として載っている論文のみをh-indexのように数値化したものを
それぞれ出すこと。つまり共著者として載っている論文はh-indexから外す。
大きな研究室の出身者や、研究室の性格により皆載せている場合などは、h-

indexが非常に高くなってしまう。これを防ぐ方法が必要である。 

定性的な評価は主
観的であるという
感覚と、定量的指
標の方がまだ良い
という諦観 

 定性的評価は総論賛成だが、評価者の主観が入り込みやすいので、双方向チ
ェック機能が働くような形を望む。 

 インパクトファクターや citation indexの問題点は、自分が研究をはじめた 20

年以上前から指摘されていたが、現在も当時と同じ問題点が延々と議論され
ていて進歩がない。 研究者を公平・公正に評価することは極めて困難であ
り、２週くらい回って、結局のところインパクトファクターのような客観
的・定量的指標による評価が最も費用対効果がよいという感覚に達していま
す。 

 現在の定量的評価に限界や問題はあるが、ある程度しょうがないと考える。
ただし学閥や個人的繋がりによる評価は問題があり、透明性のある評価基準
と評価結果を出すべき 

 研究の評価は論文の内容でおこなうより客観的なものはない。内容の評価が
大事であると思うが、論文の重要性と緻密さと、インパクトファクターはお
およそ比例していると思われる。インパクトファクターによる研究の評価
は、実はそれほど問題ではないのではない。また、引用数を軸とした評価系
とあわせることで、基礎的でインパクトファクターが高い雑誌に掲載されに
くいが評価が高い研究をすくい上げて、内容で評価するほかない。一つの指
標はある側面しか評価できないのは当然であるので、複数の指標を組み合わ
せて評価するようなガイドラインがあると良いと思う。また、よく第一著者
と責任著者により重み付けがなされるが、責任著者による恣意的な重み付け
があり得るため重要視されるべきでないと思う。 

 定性的評価とされている要素も、極力定量化の評価にシフトさせることが重
要と考える。研究者であれば、研究資金の獲得が最重要項目の一つに挙げら
れるべきで、かつ自身の給与の一部も研究資金から支出可能な体制の整備が



 CBEL Report Volume 8, Issue 2 

   

 23 

医学研究評価が直面する構造的な諸問題： 
医学研究者を対象とした WEB アンケート調査 

必要と考える。米国 NIHのグラント獲得形式、透明性の高い評価基準に見習
う部分は多くあろうと考える。 

 どの論文に掲載されたかで評価するのもある程度やむを得ないと思う 

 研究に対する評価が、量的評価に偏っているという指摘は妥当であると思
う。所属する施設では研究に対する”質的評価”の方法が決まっていない。 

 定性評価は必要と思うが、方法論が見当たらないので適正なツールを教えて
ほしい。 

 客観的指標については今のもので十分と思います。 

 研究評価に関して、問題があるとはいえインパクトファクターはいい判断材
料になっていると思う。逆に和文の論文？を業績に含めるという内向的な評
価査定は全くの論外。いわゆるハゲタカジャーナルと何が違うのか？ 

※ 回答には誤字・脱字や文章の誤りが含まれていたが、筆者らは改変をせず、そのまま記載した。

ただし、個人や対象を特定できると思われる箇所については、可能な限り趣旨を変えない形で修

正を施した。 
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4.3. 公正をめぐる課題 

公正をめぐる課題については、研究評価が評価

者の認知的制約に限界づけられていることが理解

されていた（表４：評価者個人の専門性や経験へ

の依存）。特に先端的な研究については評価者の

理解可能な範囲を超えることがあるとの指摘がな

された（表４：先端的研究の評価不可能性）。年

長の研究者が研究の先進性を理解できないことを

指摘する点は、Minoura et al. (2024)において年齢

が高いほど定性的評価のアンコンシャスバイアス

が問題視されない傾向が見られたのと整合的であ

った。さらに、恣意的な評価の不正については、

仲間内での引き立てや逆に出身研究室への忖度へ

の言及があった（表４：恣意的な評価の可能性）。

「お友達」や「好き嫌い」への言及もあり、そう

した内容が真実かどうかは検証が必要であるもの

の、そのような回答が生じる程度には、既存の評

価制度の公正性に対する信頼が低いことが分かる 

 

 

公正をめぐる課題 自由回答 

評価者個人の専門
性や経験への依存 

 過去に実績があっても、現在の研究についていけていない年長の研究者で
は、研究の先進性が理解できず、十分な評価ができていない可能性がある。
研究評価自体を若い研究者が新しい視点で評価を行う。 

 評価者の評価が不可欠 評価結果の FEED BACKが必要 

 大学等の評価に影響を与えるものであることを祈願しています。  特に
reviewerの仕事の評価が必要と感じます。 

 評価は何らかの定規を使って行われるものです。定量的なもの以外にも、個
人の経験に照らしてという評価もあります。評価者が知っている内容につい
ては高評価になり、理解できないと低評価になります。 研究費の分配は、研
究で成功した人が差配することが多いと思いますが、評価は成功体験に影響
されます。教科書に書かれていることに合致していないと、評価されませ
ん。ネイチャーの宣伝に「あなたの知っていることは何も書いてありませ
ん」というのがありましたが、公的な立場の人が評価すると「知っているこ
としか評価できない」になり、「有用」とは教科書に書いてあることだけに
なってしまいます。 

 科研費は「話題のテーマ」や「仲間内での引き立て」による採択が生じやす
く，本来行うべき領域や内容に適切に配分されない傾向があります．  

 日本には、無意識のバイアス・差別が多くあると思う。研究費審査、採用審
査などの様々な局面で、性別、現在のポジション、年齢等を隠したうえで審
査すべきである。 

 評価後に評価の基準を明らかにした評価書類の作成を義務付ける。閉鎖的で
均質な選考委員（50 代以上の男性が主、それ以外はいても意見が言いにくい
環境）にならない方策が必要かと考えています。インパクトファクター偏重
はご自身がそれで教授になった成功例と考えておられるからと拝察していま
す。 

表 4：公正をめぐる課題に言及する自由回答 
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 勝者たちによる偏った評価、は是正されるべきと思いますが…難しい問題と
思います。 

先端的研究の評価
不可能性 

 審査委員の６５％は専門外審査と知り愕然とした。良い研究程その分野に明
るいものしか評価できない。 

 医学系研究者では理解できない全く独創的な研究をすると、reviewew が理解
できないため、論文が rejectされる。独創的な研究は reviewerが rejectしても
editor権限で掲載するというようなシステムが必要である。 

恣意的な評価の可
能性 

 有意義な試みと思うが、高齢の研究者に定着した評価の概念は永久に払拭で
きないと思う 

 結局教授の好き嫌いでしょ 

 財布を握る人の好きな研究（お友達）につけるという制度が気に食わない
が、それが現実でしょう。 

 日本では基礎/臨床系の学会とも総じて「お友達クラブ」化しており，「クラ
ブ」から外れた研究者は国内で全く評価されません．まずはこの状況の見直
しが必要と思われます． 

 大学の教授の選考を、自分たち大学で行わせると、身内の人間関係のしがら
みで、明らかに劣る研究者が教授二なり、その人間たちが徒党を組んで、公
正に能力のある人間を選ぶことを拒むので、日本の大学ランキングは上がり
ません。そのためには、１）内部昇格を禁止する制度、２）大学内部の互選
で管理職を選ぶ制度の排除＝研究をする側と研究者を評価して大学の運営を
する側は全く別の組織にして公正な研究評価をし、また、大学運営側が自分
の言う事を聞く人間を昇進させたり、聞かない人間の昇進をストップさせる
ようなことが出来ない公正な形で選ばれるようにすることなど、大学内の権
力構造によって教授人事が選ばれるような制度を排除しないことには、どん
なに良い評価法が出来ても、その評価法を利用して自分たちの都合で動かす
ので意味がありません。大学の研究側と運営側を完全に分離しない限りには
新たな評価法は意味がないと思いますし、逆に、人事のシステムが良ければ
現行の評価法でも十分良い人材が生き残り、不当な人材をなくすことが出来
ると思います。 

※ 回答には誤字・脱字や文章の誤りが含まれていたが、筆者らは改変をせず、そのまま記載した。

ただし、個人や対象を特定できると思われる箇所については、可能な限り趣旨を変えない形で修

正を施した。 

5.考察 

自律的に研究評価を行うためには、評価するべ

き価値基準を明確にし（価値）、適切に測定する

手段を選択し（手段）、計画通りに評価を実施す

る（公正）必要があるが、その実現のためには医

学コミュニティ内部における合意形成が必要であ

る。にもかかわらず、アンケート調査の自由回答

の分析からは医学研究評価に対する医学研究者た
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ちの問題認識のばらつきが観察された。研究者が

重視する価値については、研究活動や研究外活動

からライフコースやジェンダーまでにわたる、幅

広いばらつきが存在した。手段については、IF な

どの定量的指標への賛否が分かれたが、純粋に評

価手法としての適否よりも人的・資金的リソース

やオーサーシップ慣行などの研究を取り囲む環境

と結びついて議論されていた。公正については、

評価者の限界やバイアスへの言及があり、その結

果生じる恣意的な評価の可能性が懸念されていた。

こうした結果から、医学コミュニティ内部におけ

る合意形成は課題を抱えており、自律的な医学研

究評価が難しくなっていることが示唆された。 

特に、手段に関する自由回答では、定量的評価

の限界を理解しつつも、定性的評価に比べて相対

的に信頼できる評価手段であるという諦観的な受

容が見られた。他方で価値に関する自由回答では、

学問的追究や独創性などの指標で測定するのが難

しい要因や、研究外活動やライフコースといった

指標外の要因を加味すべきであると考えられてい

た。公正に関する自由回答では、評価者の認知的

な限界や恣意性が介入する可能性のために、公正

な研究評価を行うことは難しいと考えられていた。

このことから、医学研究者は現在の研究評価のあ

り方が特定の価値に偏重していると認識しており、

評価の前提となる価値体系を変えることなく定性

的評価に移行したとしても一層不公正な評価を受

ける恐れがあると感じていた可能性がある。この

ジレンマの中で、諦めを伴いつつ定量的評価を受

け入れるという指標の諦観的受容が発生していた

と考えられる。このように考えると、医学研究者

が定量的評価へ傾倒する原因は評価の手段自体の

問題というよりも、むしろ価値や公正に関わる問

題として捉え直すことができる。これは、評価が

機能する前提としてステークホルダー間の合意形

成が必要だという政策評価の議論と整合的である

（田辺，2005；西出，2020）。 

医学研究者による自律的な研究評価の意義が高

まっているにもかかわらず、本研究では自律的な

医学研究評価は困難な状況にあることが観察され

た。むしろ研究評価を定量的指標に依存すること

はある種当然の帰結であることを示した。しかし

それは現状のままであることを良しとするもので

は無い。こうした構造的環境にあるからこそ、医

学コミュニティ自身による研究評価のガバナンス

が求められている。一つには研究評価における価

値体系を適切に反映するようなプロセスを制度化

することが求められるだろう。医学コミュニティ

として、どのような研究や研究者が求められてい

るのかを議論する場を設定することが必要である。

もう一つには公正な研究評価を行うための十分な

リソースと透明性を備えた評価制度を構築するこ

とが求められている。審査プロセスの透明性の確

保や審査基準の公開は当然であるが、評価疲れと

言われるような人的リソースの限界にも注意する

必要がある。 

現状の研究評価に対して再考を制度化する組織

の例として、専門家集団によって構成される学会

が想定される。例えば、研究評価に関する委員会

などの設置が考えられるだろう。しかし学会によ

る管理にも当然限界がある。まず一般論として医

学コミュニティ内部でのガバナンスを行う上では、

研究評価が既存の序列を再生産する契機を含むこ

とに十分注意が必要である。単なる現状追認はガ

バナンスとしての意義に欠ける。加えて、個別の

学会で扱う課題とアンブレラ組織で扱う課題は異

なる。学会において研究の価値を一元的に序列化

することは学会内政治を反映する危険性や多様性
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を失うおそれがある一方、総花的な羅列をしてし

まうと価値基準としての意義が薄くなってしまう

ことに注意が必要である。また、価値のみならず

手段や公正を含めてモニタリングするなど、広範

で継続的な点検作業が望まれる。 

本稿の限界として、今回扱ったデータが任意の

アンケート調査における自由回答項目を通じて得

られた点が挙げられる。アンケート調査全体とし

て 3169 名から回答が得られたうち、自由回答項

目の記載は 20.4%に当たる 645 名にとどまった。

したがって回答は必ずしも網羅的ではないうえ、

解釈に当たっては社会的望ましさバイアス等の限

界を抱えている。その意味で本研究の分析は、少

なくとも上記で示したようなコンフリクトが生じ

ていることを間接的に推認させるものにとどまる。

そのため、ここで言及されたことが直ちに解消す

べき課題であることを意味せず、逆にここで言及

されなかった課題は重要でないことを意味しない

ことに注意が必要である。本研究が探索的に示し

た関係について、今後より厳密な因果の検証が求

められる。また、直接関係しないために本稿には

掲載しなかったが、自由回答の中には本調査自体

に対する批判的なコメントも多かった（本調査に

対するコメントのうち 91 件が肯定的だったが 77

件が否定的だった）（Minoura et al.，2024）。 

また、本研究は医学研究評価再考の必要性を示

したにとどまっているため、個別の点について具

体的にどのような評価が望ましいのかについては

各医学コミュニティの判断に委ねられる。再考の

結果、既存の評価が正しいと判断されることもあ

るだろう。しかし、形骸的な検討や問題提起が妨

げられるような状況では再考したとは言えない。

研究評価について実質的な検討を行う環境整備が

求められる。 

本稿の分析では医学研究評価ガバナンスの必要

性が示されたが、一方で現実の医学コミュニティ

は分断を抱えていることも理解しなければならな

い。回答の中には医学研究評価のあるべき姿を真

摯に論じるものも多かった一方で、「結局教授の

好き嫌いでしょ」のような研究評価への頽廃的な

信頼喪失も垣間見られた。また繰り返しになるが、

「問題があるとはいえインパクトファクターはい

い判断材料になっていると思う」、「客観的指標に

ついては今のもので十分と思います」といった既

存の研究評価慣行の健全性を肯定しようとする態

度も存在する。そして、本アンケート調査の自己

選択バイアスにも関わるが、そもそも研究評価に

ついて思いを巡らせる必要のない有利な立場にい

ることに非自覚的な研究者もいるだろう。こうし

た分断を超えて、医学コミュニティ内部での対話

がまず求められている。 

 

6. 結論 今後の研究評価再考に向けた政策的示唆 

研究評価を医学コミュニティ内部で自律的に管

理することは重要であるにもかかわらず、研究評

価は価値・手段・公正において構造的な困難性を

抱えており、調査からは現実に軋轢を生んでいる

ことが示唆された。研究評価に構造的な困難が存

在するということを自覚すると、既存の研究評価

の慣行の健全性を盲信する態度こそが研究評価ガ

バナンス不全の原因となる。したがって、本稿で

確認した医学研究評価の構造的困難を前提にする

ならば、医学コミュニティは研究評価を不断に再

考する必要がある。 

価値や公正に関する課題がもたらす不確実性は、

医学コミュニティ内部のガバナンスによってある

程度まで縮減することができる。そうすることで

医学研究評価に対して信頼が与えられ、定性的な
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評価が選択される素地が生まれる。問題点を指摘

するだけでは定量的指標の諦観的受容という現象

に対する解決策にはならず、医学研究評価を取り

囲む環境を医学コミュニティが協力して整える体

制が望まれる。 
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Abstract 

This study analyzes historical documents related to the regulatory reform of recombinant DNA technology in Japan, 

reflecting the origins of bioethics in the country. Accordingly, the study examines deliberations conducted by 

committees independently established across multiple ministries and traces how these ministry-level discussions 

shaped a gradual shift in national guidelines away from mandatory biological and physical containment. The findings 

indicate that, in the early 1980s, government bodies relaxed containment standards set out in earlier recombinant 

DNA guidelines by drawing on advances in risk-assessment research. Around the same time, the foreign affairs 

ministry convened an expert meeting that included bioethicists from advanced industrial nations. These discussions 

confirmed that recombinant DNA techniques posed minimal risk when used under appropriate controls, and the 

meeting’s statement recorded agreement on the need to establish ethical standards for research involving human 

subjects. However, participants refrained from promptly identifying specific principles related to individual dignity. 

In parallel, the ministry responsible for industrial policy participated in international deliberations that led to the 

establishment of a low-risk category, allowing existing facilities to be approved through case-by-case review—a 

framework that informed Japan’s subsequent regulatory reforms in the late 1980s.  

 

Keywords: Recombinant DNA governance; History of bioethics; International bioethics; Risk assessment; 

Asilomar Conference 

 

1. Introduction 

Recombinant DNA technology made it possible to 

introduce and stabilize DNA from different species in 

living organisms, although it also raised concerns about 

the potential escape of recombinant organisms from 

laboratory settings. In response, the scientific 

community called for a moratorium on recombinant 

DNA research. Following this pause, in February 1975, 

scientists from 16 countries convened at the 
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International Conference on Recombinant DNA 

Molecules (the Asilomar Conference) in California to 

deliberate on the overall policy directions for regulating 

such experiments (Berg et al. 1975). After these 

discussions, the U.S. National Institutes of Health (NIH) 

issued the Guidelines for Research Involving 

Recombinant DNA Molecules in June 1976 (National 

Institutes of Health 1976). The primary regulatory 

mechanisms of these guidelines comprised two types of 
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containment: (1) biological, which uses hosts that 

cannot survive outside specified culture conditions and 

vectors that rarely transfer to cells other than those used 

for experimentation, and (2) physical, through multiple 

safety levels to prevent recombinant organisms from 

escaping the laboratory. Requirements for facilities, 

design, and operational procedures were specified for 

each level. 

The process by which recombinant DNA technology 

expanded from basic research to industrial application 

was well documented both in the United States and 

Europe (Krimsky 1982; Wright 1994; Gottweis 1998; 

Krimsky 2001; Jasanoff 2005). However, the 

involvement of bioethics in this field was not a major 

focus of scholarly inquiry. At the Asilomar Conference, 

Alexander M. Capron, a legal scholar and bioethicist 

from the University of Pennsylvania, together with 

other members associated with the Institute of Society, 

Ethics and the Life Sciences (the Hastings Center), 

participated in discussions. However, the primary 

emphasis remained on self-governance by the scientific 

community in these discussions. In Japan, the 

development of self-regulation for basic research in the 

1970s was also examined (Nagai et al. 2009). The first 

Japanese guideline on recombinant DNA research was 

the Guidelines for Recombinant DNA Experiments at 

Universities and Other Research Institutions, issued by 

the Ministry of Education, Science and Culture (MESC) 

in March 1979 (Ministry of Education, Science and 

Culture 1979). These guidelines were modeled on the 

initial NIH guidelines. In August of the same year, the 

Science and Technology Agency (STA) issued the 

Guidelines for Recombinant DNA Experiments as an 

administrative directive based on recommendations 

from the Council for Science and Technology (CST), 

rather than formally on behalf of the prime minister, 

thereby extending administrative oversight to all 

domestic recombinant DNA research (Science and 

Technology Agency 1979). Although public 

deliberation on the social control of science was 

attempted during this period, it did not directly influence 

these guidelines. 

The process of regulatory reform in Japan during the 

1980s concerning the industrial application of 

recombinant DNA technology has been closely 

associated with the emergence of bioethics in the 

country, although its details remain insufficiently 

clarified. The Japan Association for Bioethics (JAB), 

which integrated medicine with the humanities and 

social sciences, was founded in 1988, preceding the 

American Society for Bioethics and Humanities 

(ASBH), founded in 1998. Some leading bioethicists, 

who were instrumental in the establishment of the JAB, 

later published historical retrospectives on the 

development of bioethics in Japan (Aoki 2007; 

Sakamoto 2007). According to these accounts, Japanese 

bioethical perspective began to take root when industry 

requested that the government establish unified national 

guidelines, as the industrial application of recombinant 

DNA emerged during the 1980s. 

However, insufficient attention has been given to the 

Japanese academic community’s substantial 

involvement in the initial creation of this technological 

innovation, as well as to the government’s role in 

fostering a cooperative relationship with industry 

through administrative guidance operating within a soft-

law framework. The catalyst for the world’s first 

recombinant DNA experiment was the meeting of 

Stanford University geneticist Stanley N. Cohen and 

University of California, San Francisco, biochemist 
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Herbert W. Boyer at an international seminar on plasmid 

research in Hawaii as part of a U.S.–Japan scientific 

cooperation program (Lear 1978). The microbiologist 

Toshihiko Arai from the Japanese organizing team at 

Keio University attended the Asilomar Conference 

(Nagai et al. 2009, 6). Moreover, unlike the United 

States, where the academic community attempted to 

control commercialization of this technology through 

legislation but met resistance from industry, Japan 

operated under a framework often described as “Japan 

Inc.,” in which the government guided industry through 

nonbinding administrative directives rather than legally 

enforceable regulations (Johnson 1982; Miwa & 

Ramseyer 2006). 

If that is the case, certain consequences of 

international discussions on the social regulation of 

recombinant DNA technology that developed in the 

1970s—triggered by the Asilomar Conference and the 

issuance of experimental guidelines—may have 

emerged within the context of regulatory reforms in 

Japan during the 1980s. Although historical research on 

bioethics has focused primarily on developments within 

the United States (Rothman 1991; Jonsen 1998; Stevens 

2003; Evans 2012; Baker 2013), except for the work 

that examined the transmission of American bioethics to 

Europe (France) and Asia (Pakistan) (Fox & Swazey 

2008), the field as a whole has not necessarily clarified 

the trajectory by which bioethical norms and practices 

expanded into an international domain. In the context 

following the convening of the Asilomar Conference—

characterized by the pioneering contribution of Albert R. 

Jonsen, a theologian and bioethicist at the University of 

Washington, who described it as “a covert ethics 

conference” (Jonsen 1998, 184)—one may ask how 

ethical issues emerged. An empirical effort to examine 

this pathway also aligns with recent work that sought to 

grasp the historical development of bioethics on a global 

scale without resorting to either the mechanical 

application of American bioethics or the relativization 

of multiple cultures (Akabayashi 2020). 

This article examines Japan’s reform of its 

regulatory framework for recombinant DNA technology. 

The analysis examines public deliberations carried out 

by independent committees established across multiple 

ministries and traces the gradual shift in national 

guidelines away from the perspective of biological and 

physical containment. Preliminary findings indicate that 

Japanese ministries relaxed the containment standards 

articulated in the recombinant DNA guidelines issued 

by the U.S. NIH in the early 1980s, drawing on 

American research in risk assessment. Japan’s Ministry 

of Foreign Affairs (MOFA) convened a “wise men 

conference,” inviting representatives from G7 countries, 

including American bioethicists. The discussions 

confirmed that recombinant DNA technology posed 

minimal risk when used under appropriate controls, and 

the press statement released after the meeting recorded 

agreement on the need to establish ethical standards for 

research involving human subjects. However, the 

conference deliberately refrained from promptly 

identifying ethical principles representing individual 

dignity and rights. Furthermore, the Ministry of 

International Trade and Industry (MITI) contributed to 

deliberations within the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), which led to 

the creation of a low-risk category. This category 

allowed existing facilities to be authorized through case-

by-case review and formed the basis for subsequent 

reform of Japan’s regulatory framework in the late 

1980s. 
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Table 1. Timeline of Japan’s Revisions of Recombinant DNA Guidelines 

Year/Month MESC STA MOFA MITI 

1982/7 

The Science Council 
proposed a revision of 
the guidelines, primar-
ily relaxing biological 
containment require-
ments 

   

1982/8 

Revised the Guidelines 
for Recombinant DNA 
Experiments in Uni-
versities and Other 
Research Institutions 

Revised the Guidelines 
for Recombinant DNA 
Experiments 

  

1983/6  

The Life Science Sub-
committee of the CST 
reported a draft revi-
sion of the guidelines, 
primarily relaxing 
physical containment 
requirements 

  

1983/9  
Revised the Guidelines 
for Recombinant DNA 
Experiments 

  

1984/3   

The Conference on Life 
Sciences and Mankind 
issued a press state-
ment asserting that 
risks of recombinant 
DNA are minimal un-
der appropriate con-
trols 

 

1986/5    

The Chemical Products 
Council submitted a 
draft framework of 
guidelines introducing 
new categories not re-
quiring mandatory bi-
ological or physical 
containment 

1986/6    

Issued the Guidelines 
for Industrial Applica-
tion of Recombinant 
DNA Technology 

1986/8  
Revised the Guidelines 
for Recombinant DNA 
Experiments 
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2. MESC and the Primary Relaxation of Biological 

Containment Requirements 

In the early 1980s, as the United States and Japan sought 

to establish a cooperative framework for recombinant 

DNA risk-assessment research, the academic-led 

regulatory formation process that developed in the 

1970s continued to shape the policy. In line with 

evolving risk-assessment practices at the NIH, the 

MESC relaxed biological containment requirements in 

its guidelines for basic research experiments, based on 

recommendations from its Science Council. This 

revision was subsequently extended to the broader 

regulatory framework of the STA. 

In December 1978, the NIH issued revised 

experimental guidelines that rationalized biological 

containment requirements given accumulating evidence 

indicating that no serious safety problems had emerged 

despite advances in recombinant DNA research 

(National Institutes of Health 1978). In Japan, efforts 

were underway to establish U.S.–Japan cooperation in 

risk-assessment research. When NIH Director Donald S. 

Fredrickson visited Japan in November 1979, he met 

with the Science Council of the MESC and discussed 

how such research should address biological 

containment (Fredrickson 2001). During these meetings, 

Fredrickson proposed that the United States and Japan 

undertake joint research aimed at revising and easing 

regulations on recombinant organisms. 

The Subcommittee on Recombinant DNA, 

established within the Special Committee for Promoting 

Specified Research Areas of the Science Council of the 

MESC, took up this proposal. Its core members 

included molecular biologist Itaru Watanabe of Keio 

University and geneticist Tetsuo Iino of the University 

of Tokyo. Following promulgation of the first version of 

the recombinant DNA experimental guidelines, the 

subcommittee created a Safety Review Committee to 

evaluate the conformity of research plans to the 

guidelines. Its members included Iino, along with 

molecular biologist Hisao Uchida and applied 

microbiologist Hiuga Saito, both of whom were also at 

the University of Tokyo. In the context of U.S.–Japan 

scientific cooperation, these scientists organized an 

international conference on recombinant DNA research 

in Hawaii in February 1981 (Japanese Planning 

Committee of U.S.–Japan Cooperative Program for 

Recombinant DNA Research 1988). At the conference, 

participants compared the two countries’ progress in 

risk-assessment research, and Japan reaffirmed its 

commitment to adopting the U.S. framework, as it had 

done when drafting the first version of its experimental 

guidelines. 

These developments influenced the Science Council 

to recommend primarily easing biological containment 

requirements in July 1982 (Ministry of Education, 

Science and Culture 1982). The following month, the 

MESC revised its Guidelines for Recombinant DNA 

Experiments in Universities and Other Research 

Institutions accordingly. This revision was also 

incorporated into STA guidelines, which cover all 

recombinant DNA experiments conducted in Japan 

(Science and Technology Agency 1982). 

 

3. STA and the Primary Relaxation of Physical  

Containment Requirements 

In 1983, the STA revised the national guidelines for 

recombinant DNA experiments based on a report by the 

Life Science Subcommittee of the CST, primarily 

relaxing requirements for physical containment. At this 

stage, in addition to scientists oriented toward applied 
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research, engineers from the fermentation and 

pharmaceutical industries also began to participate in 

the deliberations. However, these discussions remained 

confined to laboratory-scale experimentation and did 

not extend at that stage to large-scale industrial 

cultivation. 

Demand for industrial applications of recombinant 

DNA technology expanded in Japan during the 1980s. 

In the fermentation and pharmaceutical industries, the 

utilization of recombinant DNA techniques became an 

important challenge in research and development. 

Consequently, calls for revising existing regulations 

intensified within academic research institutions and 

across the industrial sector. A survey conducted in 

September 1982 by the Japan Federation of Economic 

Organizations (Keidanren) found that 54 of 113 

companies intended to conduct recombinant cultures 

exceeding 20 L, with 29 seeking early revision of the 

experimental guidelines (Japan Federation of Economic 

Organizations 1982). 

In August 1980, the STA submitted the Opinion on 

the Promotion of Life Sciences to the Prime Minister 

through the CST (Council for Science and Technology 

1980). This opinion called for revision of the 

experimental guidelines and emphasized the need to 

promote work involving recombinant DNA, artificial 

gene manipulation, and related areas of biological 

research. In response to growing domestic demand, the 

Life Science Subcommittee of the CST formed the 

Subcommittee on Recombinant DNA Technology, 

which examined revisions to the regulatory framework 

for these experiments. Itaru Watanabe, Hiuga Saito, and 

Hisao Uchida were among its core members and also 

played central roles in the earlier formation of the 

experimental guidelines. 

Saito played a key role in linking developments 

across industry, government, and academia. He 

conducted research on applied microbiology and 

fermentation at the University of Tokyo’s Institute of 

Applied Microbiology. Several engineers trained under 

him later became leading members of research teams 

conducting culture experiments using recombinant 

DNA technology at companies such as Kyowa Hakko 

Kogyo Co., Ltd. and Takeda Chemical Industries, Ltd 

(Tahara 1981). Saito maintained that if recombinant 

organisms posed sufficiently low risks, existing 

industrial fermentation facilities could be used with 

minimal modification (Saito et al. 1987). According to 

STA officials at the time, leading scientists such as Saito 

regularly participated in deliberative bodies convened 

by multiple ministries (Kaneichi et al. 2007). 

In June 1983, the Life Science Subcommittee 

submitted a draft revision of the guidelines concerning 

large-scale (20 L or more) cultivation of recombinant 

organisms in experimental systems (Science and 

Technology Agency 1983, 74-87). The draft proposed 

allowing large-scale cultivation through a case-by-case 

review system for existing facilities. To address the 

potential release of recombinant organisms outside 

experimental apparatuses, the STA established a 

“special containment method.” This method was less 

stringent than conventional measures, permitting the use 

of recombinant organisms confirmed to possess 

particularly high biological safety. This method was 

subject to individualized national review and guidance. 

In September of the same year, the then Prime Minister 

issued the revised Guidelines for Recombinant DNA 

Experiments in line with this report (Science and 

Technology Agency 1983, 1-54). However, this revision 

was limited to experimental systems and did not address 
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industrial-scale applications. Although it 

accommodated 20- to several-hundred-liter systems 

used in laboratory-based large-scale cultivation, 

facilities involving tens-of-tons tanks typical of 

industrial fermentation remained outside its scope. 

 

4. MOFA and the International Consensus on the 

Low Risks of Recombinant DNA 

In 1984, the MOFA organized the Conference on Life 

Sciences and Mankind, through which Japan 

contributed to establishing an international consensus 

on recombinant DNA technology. Proposed as part of 

Prime Minister Yasuhiro Nakasone’s diplomatic 

initiative at the G7 Summit, the conference convened 

academic participants, including American bioethicists. 

The discussions confirmed that recombinant DNA 

posed minimal risk when used under appropriate 

controls, a conclusion reflected in the press statement 

issued after the meeting. The statement also recorded 

agreement on the growing need to establish ethical 

standards for research involving human subjects. 

However, consistent with broader transnational 

deliberations on recombinant DNA technology, the 

conference concluded that no specific ethical principles 

would be adopted at that stage, despite recognizing the 

importance of safeguarding individual dignity and 

rights. 

In June 1982, at the Versailles Summit held in Paris, 

the potential for international cooperation in response to 

rapid advances in biotechnology was already under 

review. The leaders’ communiqué noted that emerging 

scientific and technological fields—such as information 

technology, materials engineering, and biotechnology—

were poised to shape the structural transformation of the 

global economy, and it emphasized the need for 

industrialized nations to cooperate in promoting 

research and development in these areas (G7 Summit 

1982). However, for Nakasone, who became Prime 

Minister in November of that year, promotion of the life 

sciences and discussion of their ethical implications 

were understood to be inseparable components of the 

same policy agenda (Nakasone 2002). 

Before the Williamsburg Summit of May 1983 in the 

United States, Nakasone delivered a lecture at Johns 

Hopkins University, where he emphasized the need to 

establish an international forum to discuss the ethical 

implications of advances in the life sciences for human 

dignity (Nakasone 1984). He argued that issues such as 

the creation of life through genetic manipulation and 

human intervention in the laws of nature were universal 

ethical concerns and proposed that the international 

community engage in comprehensive deliberation to 

protect human existence and dignity. Following the 

approval by the participating nations at the G7 Summit, 

Japan implemented the proposal by hosting an 

international conference. After returning to Japan, 

Nakasone instructed the MOFA to begin preparations 

for the conference. Around the same time, the STA 

established a Human Dignity Review Office within the 

Minister’s Secretariat (Science and Technology Agency 

1984) and publicly expressed its intention to contribute 

to convening the meeting (Nihon Keizai Shimbun 1983; 

Yomiuri Shimbun 1983). Although Nakasone served 

twice as Director-General of the STA, inter-ministerial 

consultation resulted in the MOFA assuming primary 

responsibility for organizing the conference (Ministry 

of Foreign Affairs 1983d). 

Nakasone instructed the MOFA that the conference 

should not be limited to regulatory issues concerning 

specific biotechnologies such as recombinant DNA but 
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should instead address broader social implications of 

advances in the life sciences (Ministry of Foreign 

Affairs 1983a). In line with this policy, the MOFA held 

hearings with academic experts (Ministry of Foreign 

Affairs 1983b). In one session, Itaru Watanabe 

emphasized the need to “review the trajectory of 

developments in the natural sciences, from physics to 

the life sciences and then to the behavioral (or mental 

structure) sciences and to grasp their relationship to 

ethical issues from a broad perspective.” Based on these 

consultations, the MOFA established what was 

provisionally titled the International Conference on the 

Development of Life Sciences and Human Dignity and, 

with involvement of the STA and cooperation of the 

MESC, the MITI, the Ministry of Health and Welfare 

(MHW), and the Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries (MAFF), advanced conference planning 

(Ministry of Foreign Affairs 1983c). Japanese 

participants were selected during preparatory meetings, 

and Watanabe was appointed a core member of the 

conference’s advisory committee. 

The first meeting of the conference, officially titled 

the Conference on Life Sciences and Mankind, was held 

in March 1984 in Tokyo and Hakone and brought 

together academic experts nominated by the heads of 

state of the G7 countries (Japan Foundation 1984). From 

the United States, participants included Paul Ramsey, a 

theologian and bioethicist from Princeton University, 

and Leon R. Kass, a physician and bioethicist from the 

University of Chicago; from the United Kingdom, 

Sydney Brenner, a molecular biologist from the Medical 

Research Council’s Laboratory of Molecular Biology, 

also participated. Japan was represented by molecular 

biologist Setsuro Ebashi of the University of Tokyo, 

French literature scholar Takeo Kuwabara of Kyoto 

University, and psychologist Hayao Kawai, also of 

Kyoto University. Ebashi also served on the Council on 

Life and Ethics, established by the MHW in March 1983 

(Ministry of Health and Welfare 1985). During the same 

period, Kuwabara and Kawai were among the 

intellectuals who, under Nakasone’s auspices, sought to 

establish the International Research Center for Japanese 

Studies (Nichibunken) as a national hub for 

internationally oriented research on Japanese culture 

(Befu 2001). 

In his keynote lecture, Kuwabara reflected on the 

1975 Asilomar Conference and the subsequent 

formulation of NIH guidelines in the United States, 

characterizing this process as a model case of ethical 

conduct arising from scientists’ self-reflection on 

technological practice. During the discussions, Kass 

also cited the scientists’ moratorium on recombinant 

DNA research and development of NIH guidelines as a 

successful precedent, while stressing the need for 

broader ethical inquiry beyond responses to a single 

technology. These discussions similarly reaffirmed that 

recombinant DNA posed minimal risk when conducted 

under appropriate controls. According to officials at the 

MITI at the time, this conclusion was based on 

accumulated findings from many years of risk-

assessment research, and it was following this meeting 

that Japan’s domestic experimental guidelines were 

subsequently relaxed (Hosoya 1987). 

Ultimately, the conference published a press 

statement affirming continuation of discussions among 

the G7 participants and indicating that future meetings 

would have a more specific focus (Japan Foundation 

1984, 130-132). The document recorded agreement on 

the importance of addressing ethical considerations in 

biomedical research involving human subjects, 
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including the growing need to establish appropriate 

research ethics frameworks. However, the conference 

refrained from promptly identifying ethical principles 

representing the moral status of individuals. Two items 

were included: 

12. Participants discussed ethical issues related 

to current developments in biomedical research. 

They concluded that experiments in the life 

sciences require a balance between the benefits 

to mankind in regard to health and welfare and 

the dignity and rights of individuals. 

13. This raises the question of whether agreed 

normative principles are needed as 

preconditions for solving ethical problems. But 

it was concluded that no agreement on such 

specific norms could be attempted at present 

(Japan Foundation 1984, 131). 

Item 12 affirmed respect for the trajectory by which 

U.S. policies for the protection of human subjects were 

formed, beginning with the National Research Act of 

1974. The Department of Health, Education and Welfare 

(DHEW)—reorganized in 1980 into the Department of 

Health and Human Services (DHHS)—issued 

regulations for the protection of human subjects, 

formally codified as Title 45 of the Code of Federal 

Regulations Part 46 (45 CFR 46), and by 1981, the 

DHHS promulgated significant revisions of these 

regulations and encouraged other federal agencies to 

adopt them (Porter 1990). Item 13 indicated that, at that 

time, the conference did not adopt the contents of the 

Belmont Report, a foundational U.S. human subjects 

protection policy document that articulated three ethical 

principles: (1) Respect for Persons (honoring individual 

autonomy), (2) Beneficence (minimizing harm and 

maximizing benefits) and (3) Justice (ensuring fair 

distribution of burdens and benefits) (Nagai et al. 2022). 

These international agreements on ethics 

concerning research involving human subjects may be 

viewed as reflecting the multicultural composition of 

the G7 countries, which consisted of three regions: 

Western Europe (the United Kingdom, France, West 

Germany, and Italy), North America (the United States 

and Canada), and East Asia (Japan). The three ethical 

principles established by law in the United States each 

had distinct origins: (1) Respect for Persons derived 

from Christian theological concepts and offered a 

comprehensive framework encompassing both respect 

for autonomy of competent subjects and protection for 

vulnerable individuals; (2) Beneficence was closely tied 

to professional ethics of those engaged in modern 

Western medicine; and (3) Justice incorporated 

conceptual analyses of distributive fairness developed 

primarily in North America. Even among countries in 

Western Europe and North America, these principles 

were interpreted and emphasized somewhat differently, 

reflecting variations in legal traditions, medical cultures, 

and philosophical foundations. As the host nation, Japan 

was all the more conscious of the distance between these 

ideas and its own intellectual traditions. In this context, 

the conference included a lecture by a Japanese 

Buddhist scholar on conceptions of life, establishing the 

meeting as a forum where ethical principles could be 

relativized in light of the cultural diversity of the G7 

nations. 

However, the ethical implications of agreement on 

items 12 and 13 for research involving human subjects 

extend beyond this and may also be understood 

considering developments within the United States. By 

1991, the DHHS’s regulations for the protection of 
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human research subjects had been harmonized with 

those of many other U.S. federal agencies. These 

regulations became known as the “Common Rule” 

(Porter & Koski 2008). Nevertheless, there is a lack of 

definitive evidence as to whether the three Belmont 

principles were consistently applied in the review of 

such research conducted under the jurisdiction of 

agencies other than the DHHS. In particular, it remains 

unclear whether agencies whose research primarily 

involved healthy adults accepted principles concerning 

the treatment of vulnerable individuals lacking 

decision-making capacity, such as minors. Thus, even in 

the United States, where ethical principles were 

introduced through law, it was not possible to apply 

these principles comprehensively across the spectrum 

from basic research to industrial applications, which fall 

under the jurisdiction of multiple agencies. Therefore, 

the G7 countries did not immediately adopt common 

ethical principles within the context of an international 

conference that also required diplomatic coordination. 

Following the 1984 meeting, the conferences 

continued until all G7 countries hosted a session. The 

second meeting, renamed the International Conference 

on Bioethics, was hosted by the French government in 

April 1985 and focused on genetic engineering 

(International Conference on Bioethics 1985). The third 

meeting, held in West Germany in April 1986, addressed 

neuroscience and psychiatry (Opolka et al. 2012). This 

sequence of meetings may be seen as aligning, at least 

in part, with Watanabe’s proposal to trace the 

developmental trajectory of the natural sciences, from 

physics to the life sciences and subsequently to the 

behavioral (or mental structure) sciences. Thereafter, 

meetings continued in rotation among the G7 countries, 

including the European Community (EC), and served as 

an international forum for public discourse on bioethics 

(Capron 1988; Bourdeau et al. 1990). 

Building on this trajectory, Nakasone incorporated 

these developments into his broader diplomatic agenda, 

which sought to strengthen international cooperation in 

research and development in the life sciences. At the 

Venice Summit held in Italy in June 1987, Nakasone 

proposed the Human Frontier Science Program (HFSP) 

as an international initiative to promote cutting-edge 

research, particularly by fostering high-risk, high-gain, 

and interdisciplinary collaboration (International 

Human Frontier Science Program Organization n.d.). In 

October 1989, its administrative secretariat, the 

International Human Frontier Science Program 

Organization (HFSPO), was established in Strasbourg, 

France. 

 

5. MITI and the Relativization of Biological and 

Physical Containment 

In 1986, the MITI assumed a central role in linking 

international regulatory coordination with domestic 

administrative adjustment, marking a turning point in 

Japan’s regulation of recombinant DNA technology. 

Through its participation in OECD deliberations, MITI 

contributed to the development of a regulatory approach 

that accommodated both the risk-assessment model 

employed by the U.S. NIH and the facility-based review 

method supported by Japan and the United Kingdom, 

thereby aligning emerging international consensus with 

domestic policy. At the national level, the MITI 

introduced guidelines for industrial applications based 

on recommendations of the Chemical Products Council 

(CPC), a subordinate advisory body under its 

jurisdiction, and extended the existing laboratory-based 
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regulatory framework to industrial use through 

administrative guidance. 

In fiscal year 1981, the MITI launched the Research 

and Development Program for Basic Technologies for 

Future Industries, selecting “technologies for the 

industrial use of recombinant DNA” as one of its 

biotechnology-related themes (Hirato 1982). The 

program supported the development of microorganisms 

capable of efficiently producing substances using 

recombinant DNA technology. In 1983, the MITI 

formed the Subcommittee on Recombinant DNA 

Technology under the CPC to examine its application in 

industrial settings. Key members of this subcommittee 

included Hisao Uchida, applied microbiologist Kazuo 

Komagata of the University of Tokyo, and fermentation 

scientist Keiji Yano of the same university. 

These domestic deliberations coincided with 

international regulatory discussions at the OECD. In 

1983, the OECD Committee for Scientific and 

Technological Policy (CSTP) established the Group of 

National Experts on Safety in Biotechnology (GNE) to 

promote regulatory coordination. Japanese scientists 

and government officials, including Uchida and Itaru 

Watanabe, participated in these discussions (Ministry of 

International Trade and Industry 1985a). Japan and the 

United Kingdom emphasized that certain 

microorganisms used in fermentation and antibiotic 

production had a “long history of safe use.” They 

proposed a facility-based, case-by-case review 

approach that would permit the use of existing facilities 

for cultivating recombinant organisms, underscoring 

that the two countries shared a pragmatic, experience-

based orientation in contrast to the more theory-driven 

standards emerging from the U.S. NIH risk-assessment 

framework. According to Uchida, Japanese 

fermentation products and antibiotics accounted for 

more than 90 percent of the global market at the time 

(Uchida et al. 1995). Given this industrial dominance, 

the United Kingdom, already equipped with 

fermentation facilities, found common cause with Japan 

in promoting this facility-oriented approach, which 

differed from the prevailing U.S. model. 

In 1985, Roger Nourish, the GNE chair and U.K. 

representative, visited Japan and delivered a lecture at 

the fifth meeting of the Subcommittee on Recombinant 

DNA Technology in March 1985, encouraging a 

facility-specific, case-by-case approach (Ministry of 

International Trade and Industry 1985b). At certain 

stages, the U.S. framework gained the upper hand, as 

when the draft OECD recommendation temporarily 

removed the case-by-case concept proposed by Japan 

and the United Kingdom. However, Uchida and other 

members of the MITI subcommittee traveled to France 

and continued coordination jointly with the U.K. 

representative (Ministry of International Trade and 

Industry 1985c). In July 1986, the OECD adopted the 

recommendation Good Industrial Large-Scale Practice 

(GILSP), known as the “Blue Book,” which accepted a 

facility-based review approach and allowed use of 

existing equipment for relatively low-risk recombinant 

organisms (Organization for Economic Cooperation and 

Development 1986). 

Rather than following the OECD recommendation 

only after adoption, the MITI moved in parallel to 

reflect this international agreement in domestic policy. 

In May 1986, the CPC submitted recommendations on 

industrial use of recombinant DNA technology 

(Ministry of International Trade and Industry 1986a), 

and in June, the Minister of International Trade and 

Industry issued the Guidelines for Industrial 
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Application of Recombinant DNA Technology (Ministry 

of International Trade and Industry 1986b). These 

guidelines introduced a flexible, five-category 

classification system and allowed the use of existing 

tanks, ultracentrifuges, and pipelines with minimal 

modification. The MITI’s approach also influenced 

national-level regulation: in August, the STA revised its 

Guidelines for Recombinant DNA Experiments to 

incorporate the framework of the industrial guidelines 

(Science and Technology Agency 1986). In December 

of that year, formal review of corporate applications 

began, and 52 cases from 12 companies were approved 

(Tamaki 1987). 

 

6. Limitations 

This analysis focused on changes in the treatment of 

biological and physical containment within the 

regulatory formation process of recombinant DNA 

technology. The study has certain limitations, being 

confined to the stages leading up to the point when the 

regulatory framework proposed by the MITI began to 

influence national policy. Therefore, it did not examine 

the regulatory measures introduced by the MHW and 

MAFF from the late 1980s onward that controlled the 

use of this technology in clinical medicine and 

agriculture. 

 

7. Conclusion 

This study examined historical documents concerning 

the reform of Japan’s regulatory framework for 

recombinant DNA technology. It identified public 

deliberations conducted through committees established 

by multiple ministries and traced the evolution of 

national guidelines as they shifted away from treating 

biological and physical containment as mandatory 

requirements. The analysis demonstrated that, in the 

early 1980s, government agencies eased the 

containment standards set out in earlier recombinant 

DNA guidelines, based on advances in risk assessment 

research. Simultaneously, the foreign affairs ministry 

convened a “wise men conference” that included 

bioethicists from several advanced industrial nations. 

The discussions confirmed that recombinant DNA 

techniques posed minimal risk when used under 

appropriate controls, and the meeting’s statement 

recorded agreement on the need to establish ethical 

standards for research involving human subjects. 

However, participants deliberately refrained from 

promptly identifying specific principles related to 

individual dignity and rights. Meanwhile, the ministry 

responsible for industrial policy participated in 

international deliberations that resulted in the 

establishment of a low-risk category, under which 

existing facilities could be approved through individual 

review. This framework subsequently informed Japan’s 

regulatory reform in the late 1980s. 
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Purpose: Gender issues have become a crucial topic in bi-

oethics1,2. This study provides insights into the formation 

of children’s gender stereotypes (GSs) in multilingual ed-

ucational settings involving Japanese and English. The 

study’s primary focus is cross-cultural gender studies. 
 
Participants and Methods: Male and female dizygotic 

twins participated. By employing a twin design, we ad-

justed for 1) genetic factors (bias) among research partici-

pants to the greatest extent possible, and 2) environmental 

factors (bias) because of their upbringing in nearly identi-

cal home environments. From January to March 2025, Jap-

anese language classes for preschoolers (under 6-year-old) 

were held at a Japanese supplementary school in the US (7 

students, 90 minutes weekly). Classes included reading 

and writing kana, conversation, seasonal events, etc. A 

cross-sectional qualitative analysis was conducted on the 

colors chosen by the participants for two coloring pictures 

assigned as homework. To rule out the possibility that in-

dividual differences in color preferences, which partici-

pants might inherently possess, influenced the results of 
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2 University of Rochester School of Medicine and Dentistry 
3 Former part-time Lecturer, Nihon University Japanese Language Department 

the gender-related tasks (skirt and pants), both gender-re-

lated tasks (skirt and pants) and a non-gender control 

(snake) group were incorporated. The participants’ mother 

was a Japanese native but they were raised primarily in an 

English-speaking environment. Written informed consent 

was obtained from both parents. 
 

Results: Table 1 and Figures 1 to 4. Different colors were 

observed in the skirt and pants drawn by the male partici-

pant. Randoseru (backpacks) were colored black. The non-

gender control zodiac snakes were in intermediate colors. 
 

Discussion: Only the male participant drew a red skirt for 

the girl and dark-brown pants for the boy, providing cir-

cumstantial evidence of existing GSs. This supports the de-

velopmental perspective that GSs emerge around ages 4 -

73. In the non-gender control (snake) group, the girl did not 

heavily use red or pink colors associated with femininity, 

and the boy did not heavily use achromatic colors like 

black, associated with masculinity. In the non-gender con-

trol (snake) group, both participants used the same inter-

mediate color. This suggests that it is unlikely that the 
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participants’ pre-existing color preferences influenced or 

were manifested in the results of the gender-related tasks 

(skirt and pants). Moreover, this difference in norm for-

mation is intriguing —it may stem from female-male dif-

ferences. The norm of associating warm colors (red and 

pink) with femininity and cool colors (blue and navy) or 

achromatic colors (white and black) with masculinity has 

been observed in countries beyond Japan4. Therefore, the 

extent to which Japanese cultural elements contributed to 

the development of GSs in the male participant remains 

unclear.  

Notably, both participants used black for randoseru. 

While randoseru colors have become more flexible re-

cently in Japan, in 2021, girls tended to select red, light 

purple, or pink (61.9%), while boys chose black, navy, or 

blue (88.7%)5. The current results contradicted this expec-

tation. Possible reasons include 1) elementary school stu-

dents rarely use randoseru in the US, so the participants 

had no exposure to the colors chosen by older students; 2) 

pictograms (toilet signs, etc.) are typically color-coded in 

Japan (women: red or pink; men: black or blue), however, 

color-coding is less common in the US; and 3) situations 

where gender is distinguished by color are becoming in-

creasingly rare in the US. 

This study suggests that growing up in a cultural and lin-

guistic environment with multiple gender norms leads to 

the formation of “multicultural hybrid (chimera-like)” GSs. 

“Multicultural hybrid (chimera-like) GSs” refers, in this 

example, to the GSs formed by children raised under envi-

ronments influenced by both Japanese GSs (girls wear red 

or pink; boys wear black or white) and American GSs 

(both girls and boys can freely choose colors). These chil-

dren are neither typically Japanese nor typically American. 

This concept may be of considerable interest in both 

developmental psychology and cross-cultural gender re-

search. 

Additionally, it suggests that limited exposure, as seen 

in the randoseru example, results in less stereotype for-

mation. Efforts to improve gender equality in Japanese el-

ementary school textbooks are thus a valid endeavor6. 
 

Limitations: Quantitative, large-sample longitudinal stud-

ies are needed. However, this study used twins, thus con-

trolling the rearing environment to some extent. 
 

Concluding Remarks: Amidst diverse gender perspec-

tives, each country and region must carefully examine how 

to achieve gender equality. 
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Table 1: Colors shown in coloring pictures. 

 Female Participant Male Participant 

Coloring Girl’s Skirt 

Hair Ribbon, Sock Ribbon 

Red 

Red 

Red 

Red 

Coloring Boy’s Pants* Red Dark Brown 

Coloring Girl’s Randoseru 

(School Backpack) 

Coloring Girl’s Jacket 

Black 

 

Yellow 

Black 

 

Yellow 

Coloring Boy’s Randoseru 

(School Backpack) 

Coloring Boy’s Jacket 

Black 

 

Yellow 

Black 

 

Yellow 

Non-gender Control 

(Snake, Large/Small) 

Light Green, Yellow 

  

Light Blue, Light Green 

* Gender differences recognized. 
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Figure 1. Coloring by the female participant 
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Figure 2. Coloring by the male participant 
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Figure 3. Coloring by the female participant (Non-gender control) 
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Figure 4. Coloring by the male participant (Non-gender control) 
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To fulfill the above objectives, CBEL Report calls all authors to share their research results by submitting their 

manuscripts. 

 

[Types of manuscripts] All manuscripts must be supplied in the following style. 

(a) Submitted manuscripts are categorized according to the word count as follows. 

(1) Letters: Up to 500 words in English or up to 1,000 characters in Japanese 

(2) Reviews: Up to 10,000 words in English or up to 20,000 characters in Japanese 

(3) Articles: Up to 10,000 words in English or up to 20,000 characters in Japanese 

*the word count without abstract, notes and reference lists 

(b) “Articles” are categorized into the following two types. 

(1) Regular articles: Newly published works. We do not accept articles that have been submitted 

simultaneously to other journals. However, this does not apply to works that have been previously 

presented at an academic conference and turned into papers. 

(2) Translated articles: Articles translated into English or Japanese that have been published in other 

publications. (There are no restrictions for the original language.) Articles must accompany 

paperwork granting the copyright. 

 

[Formatting] Submitted manuscripts must adhere to the following format. 

(a) Must be in either English or Japanese. 

(b) The word count must not exceed the limit stipulated in Section 1 (a) according to the type of manuscript. 

(c) The manuscript must be presented in an electronic file prepared using Microsoft Word. 

(d) The title, manuscript type, name(s) of author(s), name of institution/department and contact information 

such as e-mail address must be entered in the first page. 

(e) Articles must include the abstract (up to 200 words in English or 450 characters in Japanese) and 

keywords (3 to 5 words for either English or Japanese) in the beginning. 
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(f) Notes should be provided at the bottom of the page as footnotes (instead of placing them at the end of the 

article). 

(g) Reference list should be included at the end of the article. There are no requirements on reference styles 

but all the following information must be included.  

(1) Books: Name(s) of author(s), year of publication, title, name of publisher 

(2) Journal articles: Name(s) of author(s), year published, article title, medium, page(s) 

(3) Newspaper articles: Name of newspaper, year published, article title, date (morning or evening 

paper) 

(4) Website articles: Website name, year published, site address, date visited 

* If you have any other questions regarding the reference list, please contact the editorial board. 

(h) Figures and tables should be inserted to the text. They don’t have to be counted in word count. Colored  

materials are available. 

(i) Acknowledgement of financial support from organizations or individuals other than the affiliated 

institution, if any, should be included at the end of the article. 

 

3. [Peer review] On the condition that the above requirements are met, manuscripts will be accepted for review by 

members of the editorial board or any other professionals assigned by the editorial board. The authors will be 

notified whether their manuscripts are accepted, accepted with conditions or not accepted for publication. 

 

4. [Submission method] Manuscripts must be submitted via email. Make sure the manuscripts are in compliance 

with the above requirements. Send the electronic data to the editorial committee as an attachment (cbelreport-

admin@umin.ac.jp). Submissions are accepted throughout the year. 

 

5. [Fee] There are no fees for the review or publication. 

 

6. [Copyright] Individual authors own the copyright for the published papers, and the Department of Biomedical 

Ethics, The University of Tokyo Graduate School of Medicine owns the compilation copyright. Furthermore, the 

Department can request the designated operators of the electronic library or database to 1) post the articles, etc. 

published in this journal in the electronic library or database and 2) allow users to access the articles, etc. 

published in this journal, and in particular, to refer to and print the works. 
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